
【日時】 令和７年３月２８日（金）
１３：３０～１６：１０　

    　　                                      【場所】　　　　青森県武道館　

                                                                     

Ⅰ　青森県教育委員会から
・ 初任者研修実施要綱

・ 令和７年度初任者研修実施要領（小・中学校・義務教育学校）

・ 令和７年度初任者研修全体構想及び年間研修計画（小学校）

・ 令和７年度初任者研修全体構想及び年間研修計画（中学校）

Ⅱ　提出書類について
・ 市町村教育委員会・学校が作成する書類等について

・ 令和７年度週時程一覧表の作成に当たって

Ⅲ　作成及び保存書類について
・ 初任者研修実地研修記録簿

・ 勤務状況整理簿（初任者研修非常勤講師用）

Ⅳ　実地研修に係る配慮事項について
・ 令和７年度初任者研修実地研修に係る配慮事項（小・中学校）

Ⅴ　中南教育事務所から
・ 令和７年度初任者研修（校外研修）の概要一覧

・ 初任者研修（事務所主管の研修）欠席届等について

・ 指導教員の命課について

・ 令和７年度初任者研修受講者に係る資料

・ 初任者研修実施校、配置教育委員会の作成書類等について

・ 初任者研修に係る非常勤講師について

Ⅵ　青森県総合学校教育センターから

・ 令和７年度初任者研修（小学校）受講案内

・ 令和７年度初任者研修（中学校）受講案内

・ 受講者旅行報告書作成及び提出事務の流れ

・ 受講者旅行報告書提出期限一覧

・ 受講者の旅費の取扱に関する基準

・ 旅行報告書

・ 宿泊のしおり

・ 欠席手続の流れ

中南教育事務所

【資　料　内　容】

初任者研修次年度実施校事前説明会



 

 

Ⅰ 青森県教育委員会から 

 

 

１ 初任者研修実施要綱 

 

 

２ 令和７年度初任者研修実施要領（小・中学校） 

 

 

３ 令和７年度初任者研修全体構想及び年間研修計画（小学校） 

 

 

４ 令和７年度初任者研修全体構想及び年間研修計画（中学校） 

 



初 任 者 研 修 実 施 要 綱

青森県教育委員会

１ 趣 旨

この要綱は、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号。以下「法」とい

う。）第２３条の規定に基づく初任者研修の実施に関し必要な事項を定める

ものとする。

２ 対 象

初任者研修の対象となる教員（以下「初任者」という。）は、青森県内

（中核市を除く。）の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は

特別支援学校の教諭等として新たに任用された者とする。

ただし、国立、公立又は国立大学法人の学校において１年以上教諭等とし

て勤務した経験を有する者を除くものとする。

３ 研修期間

初任者研修の期間は、初任者の採用の日から１年間とする。

４ 研修内容

初任者は、次に掲げる研修を受けるものとし、その期間はそれぞれの研修

の区分に掲げる期間とする。

（１）実地研修

指導教員（法第２３条第２項の規定により任命された教員をいう。以下

同じ。）等が、原則として初任者の所属する学校内で実施する研修（１週

につき６～８時間程度。ただし、年間１８０時間以上２４０時間以内）

（２）校外研修

県総合学校教育センター及び教育事務所が行う研修（年間１２日）

５ 実地研修の方式

実地研修は、次のいずれかの方式により行う。

（１）単独校方式

１校の学校に所属する初任者に対して、当該学校に所属する指導教員が

中心となって実地研修を行う方式

（２）拠点校方式

２校以上の学校に所属する原則として６人の初任者に対して、当該学校

又はその周辺の学校に所属する１人の指導教員が中心となり実地研修を行

う方式
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６ 年間研修計画、年間指導計画及び研修報告

（１）年間研修計画

ア 県教育委員会は、初任者研修に係る年間研修計画を作成するものとす

る。

イ 市町村教育委員会は、県教育委員会が作成する年間研修計画に基づき、

地域の実情を考慮して、市町村における年間研修計画を作成するものと

する。

ウ 年間研修計画は、実地研修及び校外研修の項目、時期その他必要な事

項を定めるものとする。

（２）年間指導計画

ア 初任者の所属する学校の校長は、当該学校を所管する教育委員会が作

成する年間研修計画に基づき、指導教員の参画を得て、実地研修に係る

年間指導計画を作成するものとする。

イ 年間指導計画は、校外研修との関連を考慮して、実地研修の項目、時

期その他必要な事項を定めるものとする。

（３）研修報告書

初任者の所属する学校の校長は、実地研修に関する研修報告書を作成す

るものとする。

（４）その他

年間研修計画等の策定等に関し必要な事項は別に定める。

７ 校内体制及び職務内容

（１）初任者の所属する学校の校長は、初任者研修に関する学校全体の協働的

な取組を推進する校務分掌組織を組織するものとする。

（２）指導教員は、年間指導計画に従い、実地研修を行うものとする。

（３）校内指導教員は、拠点校指導教員（拠点校方式による実地研修において、

複数の学校に所属する初任者に対する指導等を行う指導教員をいう。以下

同じ。）と連携し、実地研修を行うものとする。

（４）教科指導員は、単独校指導教員（単独校方式による実地研修を行う指導

教員をいう。以下同じ。）の免許教科が初任者のものと異なる場合に、初

任者に対して当該教科に係る指導及び助言を行うものとする。

８ 指導教員等の任命

（１）単独校方式

ア 単独校指導教員

単独校指導教員は、初任者の所属する学校の教諭から、当該学校の校

長の意見を聴いて、所管の教育委員会が命ずるものとする。

ただし、特別の事由がある場合は、教頭を当該指導教員に命ずること

ができる。
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イ 教科指導員

教科指導員は、初任者の所属する学校の教頭、教諭又は非常勤講師等

から、当該学校の校長の意見を聴いて、所管の教育委員会が命ずるもの

とする。

（２）拠点校方式

ア 拠点校指導教員

（ア）拠点校指導教員は、初任者の所属する学校又はその周辺の学校の

教諭から、当該学校の校長の意見を聴いて、所管の教育委員会が命

ずるものとする。

（イ）県教育委員会は、拠点校指導教員に対して、その者が初任者研修

を行う学校のうちその者が所属する学校以外の学校の職員の兼務を

命ずるものとする。

イ 校内指導教員

校内指導教員は、初任者の所属する学校の教諭から、当該学校の校

長の意見を聴いて、所管の教育委員会が命ずるものとする。

ただし、特別の事由がある場合は教頭を当該指導教員に命ずること

ができる。

９ 初任者研修の実施に伴う教員定数等の措置

（１）単独校方式による研修

県教育委員会は、単独校方式による研修を行う学校について、教員の定

数又は非常勤講師の措置を講ずるものとする。

（２）拠点校方式による研修

ア 県教育委員会は、拠点校指導教員を命ぜられる教諭が所属する学校に

ついて教員の定数の措置を講ずるものとする。

イ 県教育委員会は、初任者が校外研修を受ける場合、当該初任者が所属

する学校に非常勤講師の措置を講ずるものとする。

10 初任者研修校長等連絡協議会等

（１）県教育委員会は、初任者研修を円滑かつ効果的に実施するとともに、指

導教員の指導力の向上を図るため、次の協議会等を開催する。

ア 初任者研修校長等連絡協議会

イ 初任者研修拠点校指導教員研修会

（２）（１）に掲げる協議会等の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
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附 則

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
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令和７年度  初任者研修実施要領（小・中学校・義務教育学校） 

                                      
                                                       青森県教育委員会 

 

１  趣旨 

 この実施要領は、初任者研修実施要綱に基づき、研修の方法、内容、計画、実施

及び報告等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

２  研修方法 

（１）初任者は、原則として、学級又は教科等を担当しながら、１年間、指導教員を中

心とする校内組織に基づく指導・助言による実地研修及び校外研修を受けるもの

とする。 

（２）実地研修においては、その一部をオンライン等で実施できるものとする。 

 

３  研修内容 

（１）実地研修（２週につき６～１６時間程度。ただし、年間１８０時間以上２４０時間

以内） 

主として、教職に関する基礎的素養、学習指導、学級経営、生徒指導等、教諭の

職務の遂行に必要な実践的指導力を高めるために行う研修 

 

（２）校外研修（年間１２日）  

    ア 県総合学校教育センター研修（６日） 

    ①  教職素養に関する事項について、幅広い見識を得させるとともに、実践的     

指導力を高めるために行う研修 

    ②  教科、学級経営、児童生徒理解等について、その内容、指導方法等の基本     

的な事項を習得させるために行う研修 

    ③  学校における情報教育の推進に必要な基本的な知識及び技能を習得させる    

ために行う研修 

    イ  教育事務所研修（６日） 

     主として、各教科、特別活動等について実践的指導力を高めるとともに、教

員としての知見を広めるために行う研修 

   

４  年間研修計画等の研修項目及び実施時期 

（１）校外研修の研修項目及び実施時期は、別添年間研修計画のとおりとする。 

 

（２）実地研修については、市町村教育委員会が、様式１により地域の実情を考慮  

して、年間研修計画書を作成する。 

 

５  年間研修計画書の提示 

  市町村教育委員会は、作成した年間研修計画書を学校に対して令和７年４月１日ま

でに提示するものとする。 

 

６ 年間指導計画書の作成 

（１） 初任者研修実施校の校長は、様式２－１・様式２－２・様式２－３・様式２－

４により年間指導計画書を作成する。 
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（２）年間指導計画書を作成する上で、次の点に留意する。 

   ア 校外研修との関連 

    年間指導計画書の作成に当たっては、校外研修の項目及び実施時期との関連を

考慮する。 

   イ 研修内容の適時性と系統性 

    研修内容については、初任者の必要性等に応じて精選・重点化を図るととも

に、授業の展開や進度及び初任者の指導力の状況に応じて適時性と系統性をもた

せるようにする。 

   ウ 研修時数の確保 

研修時数については、学期始めや学校行事の繁忙期には、実地研修を実施しな

い週があってもやむを得ないが、少なくとも年間を通して１８０時間の研修時数

を確保する。 

   エ 研修項目と担当者名 

    研修が計画的に実施されるよう、実施日ごとに研修項目及び担当者名等をあら

かじめ、計画書に組み入れる。 

 

７ 研修報告書 

初任者研修実施校の校長は、年間指導計画書に基づいて行った実地研修について、

様式３－１・様式３－２・様式３－３・様式３－４により年間指導報告書を作成す

る。 

 

８  初任者研修実施校に係る週時程一覧表 

初任者研修実施校においては、初任者研修実施校に係る週時程一覧表を、別紙

（「週時程一覧表の作成に当たって」）を参照し作成する。 
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９  計画書及び報告書の提出 

（１）研修実施校 

   初任者研修実施校の校長が作成する年間指導計画書、週時程一覧表及び年間指導

報告書の提出は、次のとおりとする。 

 

 

 

研修実施校 

 

校   長 

 

 

   年間指導計画書３部 

  週時程一覧表３部 

［提出締切 令和 7 年 5 月 8 日］ 

 

    年間指導報告書３部 

［提出締切 令和 8 年 2 月 12 日］ 

 

 

 

関係市町村 

教育委員会 

教 育  長 

 

 

（２）市町村教育委員会 

   市町村教育委員会が作成する年間研修計画書の提出は、次のとおりとする。 

   この際、市町村教育委員会は（１）の年間指導計画書、週時程一覧表を添付す 

る。 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

関係市町村 

教育委員会 

教 育 長 

 

 

  年間研修計画書２部 

  年間指導計画書２部 

   週時程一覧表２部 

［提出締切 令和 7 年 5 月 15 日］ 

 

   年間指導報告書２部 

［提出締切 令和 8 年 2 月 19 日］ 

 

 

関   係 

教育事務所 

所   長 

 

 

（３）教育事務所 

   教育事務所は、市町村教育委員会から提出された年間研修計画書、年間指導計画

書、週時程一覧表及び年間指導報告書を取りまとめ、次のとおり青森県総合学校

教育センター所長に提出する。 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関   係 

教育事務所 

所   長 

 

 

  年間研修計画書１部 

  年間指導計画書１部 

  週時程一覧表１部 

 ［提出締切 令和 7 年 5 月 29 日］ 

 

  年間指導報告書１部 

 ［提出締切 令和 8 年 2 月 26 日］ 

 

 

青森県総合学校 

教育センター 

所      長 
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題
、
初
任
者
に
望
む
こ
と
）

 
  
保
健
・
安
全
指
導
、
集
団
行
動
等
）

・
校
務
分
掌
（
学
校
組
織
・
校
務
分
掌
、
服
務
・
福
利
厚
生
等
）
 

 
・
学
級
事
務
（
通
知
表
の
作
成
、
児
童
指
導
要
録
等
）

・
教
師
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
 

・
研
修
の
ま
と
め

・
学

級
経

営
基

礎
講

座
Ⅰ

（
２

日
）
 

  
（
信

頼
関

係
を

築
き

上
げ

る
学

級
経

営
へ

の
取

組
、

教
師
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま

で
と

こ
れ

か
ら

の
学

級
経

営
、

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ

ン
を

取
り

入
れ

た
学

級
経

営
、

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ

の
視

点
で

取
り

組
む

学
級

経
営

、
社

会
人

と
し

て

の
ビ

ジ
ネ

ス
マ

ナ
ー

)
 

・
学

習
指

導
基

礎
講

座
Ⅰ

（
１

日
）
 

　
（
授
業
づ
く
り
の
基
礎
・
基
本
、「

主
体

的
な

学
び

」
の

授

業
を

目
指

し
て

）
 

・
学

級
経

営
基

礎
講

座
Ⅱ

（
１

日
）
 

　
（
小

学
校
に
お
け
る
生
徒
指
導
と
は
、
教
育
相
談
の
進
め

方
、
危

機
管

理
を

通
じ

た
学

級
経

営
の

見
直

し
）
 

・
学

習
指

導
基

礎
講

座
Ⅱ

（
１

日
）
 

　
（
児
童
が
協
力
し
、
実
践
す
る
学
級
活
動
の
展
開
、
情
報

モ
ラ
ル
の
指
導
に
つ
い
て
、
児
童
が
よ
り
よ
く
生
き
る

た
め
の
道
徳
科
の
展
開
）
 

・
学

級
経

営
基

礎
講

座
Ⅲ

（
１

日
）
 

　
（
学
級
経
営
の
評
価
と
改
善
）
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令和７年度  初任者研修年間研修計画（小学校） 

 
青森県教育委員会  

 

                                                                          ◎印  教育事務所研修 

                                     ☆印  県総合学校教育センタ－研修 

月 実  地  研  修（例） 時 数 校  外  研  修 日数 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教員としての心構えと勤務の仕組み 

・本校の特色と教育目標 

  （地域の特性、児童の実態、重点目標、努力目標） 

・本校の教育課程及び校内組織と校務分掌Ⅰ 

  （教育課程の特色、諸年間計画①） 

・学級経営の計画 

  （学級組織、学級目標、学級経営案、運営） 

・保健、安全指導の進め方Ⅰ（交通安全指導） 

・授業参観研修（教科） 

・授業参観研修（道徳） 

※授業研究研修（教科）を実施することもできる。 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎4/1 赴任時研修 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教師としての心構え 

○本県学校教育の課題 

○教員の福利厚生と服務 

講話 

講話 

講話 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本校の教育課程及び校内組織と校務分掌Ⅱ 

 （諸年間計画②） 

・教材研究の進め方と単元の指導計画、学習指導案の作成 

・給食、清掃指導の進め方 

・学級活動の進め方 

・特別支援教育について 

・家庭との連携Ⅰ（家庭訪問、学級ＰＴＡ） 

・授業参観研修（教科） 

・授業研究研修（教科） 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆5/8～9 学級経営基礎講座Ⅰ 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇信頼関係を築き上げる

学級経営への取組 

○教師のメンタルヘルス

について 

○これまでとこれからの

学級経営 

〇ユニバーサルデザイン

を取り入れた学級経営 

〇カウンセリングの視点

で取り組む学級経営 

〇社会人としてのビジネ

スマナー 

講義・

演習 

講義 

 

協議 

 

講義・

演習 

講義・

演習 

講義・

演習 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・テスト問題の作成と成績評価Ⅰ※ 

・道徳教育の進め方 

・授業の進め方 

 （発問､板書､机間指導､ノ－ト指導､支援の在り方等） 

・学級における生徒指導 

  （児童のよさを生かすほめ方、しかり方） 

・教室環境の整備 

・授業参観研修（教科） 

・授業研究研修（教科） 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 

 

 

 

 

 

１ 

☆6/5 学習指導基礎講座Ⅰ 

 

 

 

○授業づくりの基礎・基  

 本 

〇「主体的な学び」の授 

業を目指して 

講義 

 

講義・演習・ 

協議 

 

 

 

 

◎6/  示範授業研修 

○示範授業の参観 

○授業の在り方  

参観 

協議 
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７ 

 

 

 

 

 

 

・家庭との連携Ⅱ 

 （家庭学習への取り組ませ方、安全指導、学年・学級通

信） 

・通知表の作成Ⅰ※ 

・授業参観研修（教科） 

・学年、学級の事務処理 

・学級経営の評価※ 

 

 

 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

・学級経営の計画※ 

・問題行動をとる児童の指導の実際 

・授業参観研修（教科） 

 

 

 

4 

 

 

 

◎8/2 一般授業研修Ⅰ・校外活動研修 

 

１ 

  ○学習指導案作成 

○校外活動の意義 

講義・演習    

演習 

 

 

 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

・道徳科授業の実際 

 （指導案作成、資料分析の方法、指導過程、発問） 

・教育相談 

 （いじめ問題及び児童虐待への対応） 

・クラブ活動の指導の工夫 

・授業参観研修（教科） 

・授業研究研修（教科） 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

☆9/4 学級経営基礎講座Ⅱ 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○小学校における生徒

指導とは 

○教育相談の進め方 

○危機管理を通じた学

級経営の見直し 

講義・演習 

 

講義・演習 

演習・協議 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

・総合的な学習の時間の指導 

・個に応じた学習指導 

・教育機器の活用 

・学校行事の指導の進め方 

・ＰＴＡの組織、運営 

・学校図書館利用の実際 

・授業参観研修（教科、道徳） 

・授業研究研修（教科、道徳） 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆10/30 学習指導基礎講座Ⅱ 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

〇児童が協力し、実践す

る学級活動の展開 

○情報モラルの指導につ

いて 

○児童がよりよく生きる 

ための道徳科の展開 

 

講義・演習 

 

講義・演習 

 

講義・演習 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

・テスト問題の作成と成績評価Ⅱ及び通知表の作成Ⅱ※ 

・児童会活動の指導の進め方 

・保健、安全指導の進め方Ⅱ（保健室との連携） 

・教師のメンタルヘルス 

・授業参観研修（教科、学級活動） 

・授業研究研修（教科、学級活動） 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

  

１ ◎11/  特別活動研修 

○特別活動の進め方 参観・協議 
 

 

12 

 

 

 

・家庭との連携Ⅲ（家庭学習への取り組ませ方、安全指

導） 

・授業参観研修（教科） 

・学級経営の評価※ 

 

 

 

 

 

12 

 

☆12/4 学級経営基礎講座Ⅲ 

○学級経営の評価と改善 

 

講義・演習 

・協議 
 

 

１ 
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１ 

 

 

 

 

・学級経営の計画※ 

・教育相談の実際 

・授業参観研修（教科） 

・授業研究研修（教科） 

 

12 

 

 

◎1/29 一般授業研修Ⅱ 

 

１ 

 

 

○授業の評価 

○授業実践の結果と課題 

講義 

協議 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

・年間指導計画の作成 

・学習指導の評価 

・授業参観研修（教科） 

・授業研究研修（教科） 

 

 

6 

 

 

 

 

◎2/19  まとめ研修 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

○初任者研修の成果と課題 

○初任者に望むこと 

協議 

講話 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

・児童指導要録の記入の仕方 

・学年、学級の事務処理Ⅱ 

・１年間の学級経営の評価 

・学年、学級文集の作成 

・研修のまとめ 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合      計 

 

 

180 

 

 

 

 

12 

 

  ※は、３学期制の場合の時期を示したものである。２学期制をとっている場合は、実態に合わせて時期を変更する。 
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令
和
７
年
度
  
初
任
者
研
修
全
体
構
想
（
中
学
校
）

  
 

 
 

 
 

  
実

地
研

修
 

 
 校

外
研
修
（
１
２
日
間
）

 

 
（

年
間
１
８
０
時
間
以
上
２
４
０
時
間
以
内
）

 
 

  
 

 

 県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
研
修
（
６
日
間
）

  
 教

育
事
務
所
研
修
（
６
日
間
）

  

 

・
教
員
と
し
て
の
心
構
え
と
勤
務
の
仕
組
み
 

・
赴
任
時
研
修
（
１
日
）
 

 

・
教
育
目
標
と
教
育
課
程
 

（
教
師
と
し
て
の
心
構
え
、
本
県
学
校
教
育
の
課
題
、
教

 

・
学
習
指
導
（
指
導
計
画
、
授
業
研
究
 [
授
業
参
観
研
修
・
授
業

員
の
福
利
　
厚
生
と
服
務
）
 

 

　
研
究
研
修
］、

評
価
、
指
導
技
術
、
教
育
機
器
等
）
 

・
示
範
授
業
研
修
（
１
日
）
 

 

・
道
徳
教
育
、
道
徳
科
の
指
導
（
指
導
計
画
、
指
導
案
の
作
成
、

 （
示
範
授
業
の
参
観
、
授
業
の
在
り
方
）
 

 

　
教
材
分
析
等
）
 

・
一
般
授
業
研
修
Ⅰ
（
１
日
）
 

 

・
総
合
的
な
学
習
の
時
間
 

（
学
習
指
導
案
作
成
）
 

 

・
特
別
活
動
（
学
級
活
動
、
生
徒
会
活
動
、
学
校
行
事
等
）
 

・
特
別
活
動
研
修
（
１
日
）
 

 

・
特
別
支
援
教
育
（
特
別
支
援
教
育
の
在
り
方
等
）
 

（
特
別
活
動
の
進
め
方
）
 

 

・
学
級
経
営
（
学
級
経
営
の
進
め
方
､家

庭
と
の
連
携
、
Ｐ
Ｔ
Ａ

・
一
般
授
業
研
修
Ⅱ
（
１
日
）
 

 

　
組
織
等
）
 

（
授
業
の
評
価
、
授
業
実
践
の
結
果
と
課
題
）
 

 

・
生
徒
指
導
（
生
徒
指
導
の
進
め
方
､生

徒
理
解
、
教
育
相
談
、

・
ま
と
め
研
修
（
１
日
）
 

 

　
保
健
・
安
全
指
導
、
集
団
行
動
等
）
 

（
初
任
者
研
修
の
成
果
と
課
題
、
初
任
者
に
望
む
こ
と
）

 

・
校
務
分
掌
（
学
校
組
織
・
校
務
分
掌
、
服
務
・
福
利
厚
生
等
）
 

 

・
学
級
事
務
（
通
知
表
の
作
成
、
生
徒
指
導
要
録
等
）
 

 

・
教
師
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
 

 

・
研
修
の
ま
と
め

     

・
学
級
経
営
基
礎
講
座
Ⅰ
（
１

日
）
 

　
（
学

級
経

営
の

意
義

と
ね

ら
い
、

生
徒

・
保

護
者

と
の

信
頼

関
係

の
築

き
方

、
教
師
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
つ

い
て
）
 

 ・
教
科
等
教
育
基
礎
講
座
Ⅰ
（
２
日
）
 

　
（
子

ど
も

が
主

体
的

・
対

話
的

で
深

い
学

び
に

向
か

う
授

業
づ

く
り

、
授
業
改
善
に
向
け
て
、
単
元
計
画
の
作

成
、

社
会

人
と

し
て

の
ビ

ジ
ネ

ス
マ

ナ
ー

）
 

・
学
級
経
営
基
礎
講
座
Ⅱ
（
１

日
）
 

（
生
徒
指
導
の
進
め
方
、
一
人
一
人
を
大
切
に
す
る
学
級
経

営
、
認

め
支

え
合

う
学

級
経

営
）
 

 ・
教
科
等
教
育
基
礎
講
座
Ⅱ
（
１

日
）
 

　
（
特
別
活
動
の
果
た
す
役
割
、
特
別
の
教
科
　
道
徳
の
授
業

の
在
り
方
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
進
め
方
）
 

 
 

・
教
科
等
教
育
基
礎
講
座
Ⅲ
（
１

日
）
 

　
（
授
業
実
践
を
振
り
返
っ
て
、
情
報
モ
ラ
ル
と
デ
ジ
タ
ル
・

シ
テ

ィ
ズ

ン
シ

ッ
プ

の
指

導
、

採
用
初
年
度
の
こ
れ
ま

で
の
実
践
を
振
り
返
っ
て
）
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令和７年度  初任者研修年間研修計画 （中学校） 

 

                                                                                         青森県教育委員会 
 

                                                                          ◎印  教育事務所研修 

                                     ☆印  県総合学校教育センタ－研修 

月 実  地  研  修（例） 時 数 校  外  研  修 日数 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教員としての心構えと勤務の仕組み 

・本校の特色と教育目標 

  （地域の特性、生徒の実態、重点目標、努力目標） 

・本校の教育課程及び校内組織と校務分掌Ⅰ 

  （教育課程の特色、諸年間計画①） 

・学級経営の計画 

  （学級組織、学級目標、学級経営案、運営） 

・保健、安全指導の進め方Ⅰ（交通安全指導） 

・授業参観研修（教科） 

・授業参観研修（道徳） 

※授業研究研修（教科）を実施することもできる。 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎4/1 赴任時研修 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教師としての心構え 

○本県学校教育の課題 

○教員の福利厚生と服務 

講話 

講話 

講話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本校の教育課程及び校内組織と校務分掌Ⅱ 

 （諸年間計画②） 

・教材研究の進め方と単元の指導計画、学習指導案の作成 

・道徳教育の進め方  

・家庭との連携Ⅰ（家庭訪問、学級ＰＴＡ）  

・いじめ問題及び児童虐待への対応 

・特別支援教育について 

・授業参観研修（教科） 

・授業研究研修（教科）  

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆5/15 学級経営基礎講座Ⅰ 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

○学級経営の意義とねらい 

〇生徒・保護者との信頼関

係の築き方 

〇教師のメンタルヘルス

について 

講義 

講義・ 

演習 

講義 

 

 

 

 

 

 

☆5/29～5/30 教科等教育基礎講座Ⅰ 

○子どもが主体的・対

話的で深い学びに向

かう授業づくり 

○授業改善に向けて 

○単元計画の作成 

 

〇社会人としてのビジ

ネスマナー 

講義・

演習 

 

協議 

講義・演習 

・協議 

講義・

演習 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

・テスト問題の作成と成績評価Ⅰ※ 

・学級における生徒指導 

  （生徒のよさを引き出すほめ方、しかり方） 

・授業の進め方 

  （発問､板書､机間指導､ノ－ト指導､支援の在り方等） 

・給食、清掃指導の進め方 

・教室環境の整備 

・授業参観研修（教科） 

・授業研究研修（教科） 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

◎6/  示範授業研修 

 

１ 

 

 

○示範授業の参観 

○授業の在り方 

参観 

協議 
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７ 

 

 

 

 

 

 

 

・学級活動の進め方 

・家庭との連携Ⅱ  

 （家庭学習への取り組ませ方、安全指導、学年・学級通

信） 

・通知表の作成Ⅰ※ 

・授業参観研修（教科） 

・学年、学級の事務処理Ⅰ 

・学級経営の評価※ 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

・学級経営の計画※ 

・問題行動をとる生徒の指導の実際 

・授業参観研修（教科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

◎8/2 一般授業研修Ⅰ・校外活動研修 

 

１ 

 

 

１ 

 

 ○学習指導案作成 

○校外活動の意義 

講義・演習 

演習 

 

 

☆8/28 学級経営基礎講座Ⅱ 

 

 

 

 

 

○生徒指導の進め方 

○一人一人を大切にする学級

経営 

〇認め支え合う学級経営 

 

講義・演習 

講義・演習 

 

発表 

 

 

 

 

 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

・道徳科授業の実際 

 （指導案の作成、資料分析、指導過程、発問）  

・教育相談の進め方（いじめ問題､キャリア教育) 

・学級活動の指導の工夫 

・授業参観研修（教科） 

・授業研究研修（教科） 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

・総合的な学習の時間の進め方 

・個に応じた学習指導 

・教育機器の活用 

・学校行事の指導の進め方 

・ＰＴＡの組織、運営 

・学校図書館利用の実際 

・授業参観研修（教科、道徳） 

・授業研究研修（教科、道徳） 

 

 

 

20 

 

☆10/9 教科等教育基礎講座Ⅱ 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

○特別活動の果たす役割 

〇特別の教科 道徳の授業の

在り方 

〇総合的な学習の時間の進め   

 方 

講義・演習 

講義・演習 

 

講義・演習 

 

 

 

 

 

◎10/  特別活動研修 

  
 

○特別活動の進め方 参観・協議 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

・テスト問題の作成と成績評価Ⅱ及び通知表の作成Ⅱ※ 

・生徒会活動の指導の進め方 

・学級活動の指導の工夫 

・保健、安全指導の進め方Ⅱ（保健室との連携） 

・教師のメンタルヘルス 

・授業参観研修（教科、学級活動） 

・授業研究研修（教科、学級活動） 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

☆11/20 教科等教育基礎講座Ⅲ 

○授業実践を振り返っ  

 て 

○情報モラルとデジタ

ル・シティズンシッ

プの指導 

○採用初年度のこれま

での実践を振り返っ

て 

協議・ 

演習 

講義・ 

演習 

 

協議 

 

 

 

１ 
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12 

 

 

 

 

・家庭との連携Ⅲ（家庭学習への取り組ませ方、安全指

導） 

・授業参観研修（教科） 

・学級経営の評価※ 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

・学級経営の計画※ 

・教育相談の実際 

・授業参観研修（教科） 

・授業研究研修（教科） 

                      

 

12 

 

 

 

 

 

◎1/29 一般授業研修Ⅱ  

 

１ 

      

 

 

 

 

 

○授業の評価 

○授業実践の結果と課題 

 講義 

 協議 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

・年間指導計画の作成 

・学習指導の評価 

・授業参観研修（教科） 

・授業研究研修（教科） 

 

 

6 

 

◎2/19 まとめ研修 

 

１ 

 

 

○初任者研修の成果と課 

 題 

○初任者に望むこと 

協議 

  

講話 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

・生徒指導要録の記入の仕方 

・学年、学級の事務処理Ⅱ 

・１年間の学級経営の評価 

・学年、学級文集の作成 

・研修のまとめ 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合      計 

 

 

180 

 

 

 

 

12 

 

  ※は、３学期制の場合の時期を示したものである。２学期制をとっている場合は、実態に合わせて時期を変更する。 
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Ⅱ 提出書類について 

 

１ 研修前 

 

（１） 研修実施校校長→関係市町村教育委員会教育長【５月８日締切】 

 

  ① 年間指導計画書３ 部 

【様式２ －１ （単独校方式1人配置校）】 

【様式２ －２ （拠点校方式1人配置校） ２ －４ （複数配置校）】 

 

  ② 週時程一覧表３ 部（別紙参照） 

 

 

（２） 関係市町村教育委員会教育長→中南教育事務所所長【５月１５日締切】 

 

  ① 年間研修計画書２ 部【様式１ 】 

 

  ② 年間指導計画書２ 部 

 

  ③ 週時程一覧表２ 部 

 

 

 

２ 研修後 

 

（１） 研修実施校校長→関係市町村教育委員会教育長【２月１２日締切】 

 

  ① 年間指導報告書３ 部 

【様式３ －１ （単独校方式1人配置校）】 

【様式３ －２ （拠点校方式1人配置校） ３ －４ （複数配置校）】 

 

 

（２） 関係市町村教育委員会教育長→中南教育事務所所長【２月１９日締切】 

 

  ① 年間指導報告書２ 部 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙）                              

 

市 町 村 教 育 委 員 会 ・ 学 校 が 作 成 す る 書 類 等 に つ い て 

 

 

１  市町村教育委員会が作成する年間研修計画書について 

 

年間研修計画書（様式１） 

市町村教育委員会が作成する年間研修計画書は、次に示す様式１とし、Ａ４判を

縦に使用する。枚数は３～４枚程度とし、最後のページには時数の合計欄を設ける

ようにする。 

 

   《作成上の留意点》 

      ア  計画の作成に当たっては、学校で弾力的に対応できるよう、実地研修の項目

を大まかに月別で示し、月と月との区切り線を破線で示す等の工夫をする。 

      イ  研修項目及び時数については、校外研修との関連（適時性、系統性への配

慮）を図るとともに、地域の実情に応じて設定するよう配慮する。 

 

２  学校が作成する実地研修に係る年間指導計画書及び年間指導報告書について 

 

（１）年間指導計画書（様式２－１・様式２－２・様式２－３・様式２－４） 

当該学校が作成する実地研修に係る年間指導計画書は、様式２－１・様式２－２

・様式２－３・様式２－４とし、Ａ４判を縦に使用する。枚数はそれぞれ３～４枚

程度とし、項目４：年間指導計画一覧表の最後には、時数の合計欄を設けるように

する。 

 

  《作成上の留意点》 

   ア  項目１の氏名について、複数配置校は並列に記入する。中学校においては、

氏名の隣に担当教科を記入する。 

   イ 項目２には、単独校方式、拠点校方式のいずれかを記入する。 

      ウ  備考の欄には、校内外の研修との関連等を記入する。 

      エ  複数配置校で、初任者の実地研修の曜日が異なる場合は、様式２－４の記入

例を参照のこと。（この記入例はあくまで拠点校方式かつ複数配置校で、初任

者の実地研修の曜日が異なる場合の工夫である。研修内容の表記方法等につい

ては学校に任せるものである。） 

 

（２）年間指導報告書（様式３－１・様式３－２・様式３－３・様式３－４） 

当該学校が作成する実地研修に係る年間指導報告書は、様式３－１・様式３－２

・様式３－３・様式３－４とし、Ａ４判を縦に使用する。枚数は４～５枚程度と
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し、項目３研修実施日・研修実施内容等一覧表の最後には、時数の合計欄を設ける

ようにする。 

 

  《作成上の留意点》 

      ア  備考の欄には、校内外の研修との関連等を記入する。 

   イ  項目４「研修の成果と課題等」はアンケート形式になっているので、質問項

目ごとに、箇条書きにするなど簡潔に記す。 

 

３  初任者研修の実施校に係る週時程一覧表について 

            

各学校においては、週時程一覧表（日課表等初任者、指導教員、教科指導員、非常

勤講師等の時間割が一覧できるもの）を作成すること。（実地研修に係る配慮事項の

別紙「週時程内の研修時間の確保例」参照） 
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（様式１）

学期 月 研　　　修　　　項　　　目 時数

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

時間　　

令和７年度    初任者研修年間研修計画書（　学校）

備　　　　　考

合　　　　　　　　　　　　　計

　　　　　　教育委員会

一
　
　
学
　
　
期
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（様式２－１）単独校方式の１人配置校の場合

期 月 日 曜 主　な　研　修　内　容 指導者等 時数 延べ時数 備　　　考

令和７年度    初任者研修年間指導計画書

学校名   　　　    立   　　　  学校（ １ 人配置校）

校長氏名     　　　　　　　　　　      

　　　指導教員氏名

２  単独校方式

１  初任者氏名    　　　　　　　  （　　）

３  計画上留意した事項

    　教科指導員氏名

合　　　　　　　　　　　計

４  年間指導計画

  ・

  ・

中学校は初任者氏名の後に（ ）

を付し、教科名を記入する。
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（様式２－１）単独校方式の１人配置校の場合

期 月 日 曜 主　な　研　修　内　容 指導者等 時数
延べ
時数

備　　　考

2 水
・本校の特色と教育目標
・教員としての心構え

校長 2 2 4/1赴任時研修

4 金 ・教育課程及び校内組織と校務分掌Ⅰ 教頭 2 4

9 水
・学級経営の計画（組織、目標、経営
案等）

指導教員 2 6

4 11 金
△授業参観研修（教科等）、参観振り
返り

研修主任 2 8

16 水
△授業参観研修（教科等）、参観振り
返り

指導教員 2 10

18 金 ・教材研究の進め方と指導計画 研修主任 2 12

23 水 ・教育課程及び校内組織と校務分掌Ⅱ 教頭 2 14

25 金
・保健、安全指導の進め方Ⅰ（交通安
全）

養護教諭 2 16

1 木
△授業参観研修（教科等）、参観振り
返り

指導教員 6 22

5 7 水 ・給食・清掃指導の進め方 指導教員 2 24
5/8～9
学級経営基礎講座Ⅰ

14 水 ・特別支援教育及びUDの取組 特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 6 30

16 金
・家庭との連携Ⅰ（家庭学習・学級通
信）

教頭 2 32

21 水
・道徳教育について
▽授業研究研修（教科等）、協議会

道徳教育推進教師 6 38

23 金
△授業参観研修（教科等）、参観振り
返り

指導教員 2 40

28 水
△授業参観研修（教科等）、参観振り
返り

指導教員 2 42

30 金 ・授業の進め方（発問・板書等） 研修主任 2 44

３  計画上留意した事項

    　教科指導員氏名

合　　　　　　　　　　　計 180

４  年間指導計画

・校内の実地研修に道徳教育や特別支援教育に係る内容を適時性に配慮して立案した。

・本校職員の得意教科を中心に全校体制で授業参観研修ができるようにした。

令和７年度    初任者研修年間指導計画書

学校名   　　　    立   　　　  学校（ １ 人配置校）

校長氏名     　　　　　　　　　　      

　　　指導教員氏名

２  単独校方式

１  初任者氏名    　　　　　　　  （　　）

中学校は初任者氏名の後に（ ）

を付し、教科名を記入する。

中学校は指導教員の免許が初任者

と異なる場合、教科指導員を置く。

備考には校

外研修を入

れる。

計画書の段階で（教科

等）として記載しているが、

報告書には、実際の教科

等の名称を記載する。

※実施後は、計画書に朱

書きしておくとよい。

・（ポツ）や△、▽の記号

は必ず記載する。

校種によって違う。校

種ごとの校外研修の日

にちと名称を入れる。

日にちと曜日が正しいこ

と、校外研修日と重なっ

ていないことを確認する。

１８０以上２４０時間以内で余

裕をもって計画する。

４～５月は△授業参観研修

を多めに入れ、多様な教科

等の授業を参観する。

報告書と項目が違うので注意する。

校内指導教員だけでなく、他の教職員の協力も得て研修を行う。
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（様式２－２）拠点校方式の１人配置校の場合

期 月 日 曜 主　な　研　修　内　容 指導者等 時数 延べ時数
備　　　考

（オンライン研修等の実施
日）

４  年間指導計画

　　　拠点校指導教員氏名

    　校内指導教員氏名

３  計画上留意した事項

  ・

  ・

令和７年度    初任者研修年間指導計画書

学校名   　　　    立   　　　  学校（ １ 人配置校）

校長氏名     　　　　　　　　　　      

１  初任者氏名    　　　　　　　  （　　）

２  拠点校方式

合　　　　　　　　　　　計
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（様式２－２）拠点校方式の１人配置校の場合【記入例】

３　計画上留意した事項

期 月 日 曜 指導者等 時数
延べ
時数

備　　　考
（オンライン研修等の実施日）

2 水 ・ 本校の特色と教育目標
校長・校内指導教
員

2 2 4/1赴任時研修

4 金
・
▽
・

オリエンテーション
授業研究研修（教科等）
授業研究の振り返り

拠点校指導教員① 6 8

9 水 ・ 教育課程及び校内組織と校務分掌
教頭・校内指導教
員

2 10

11 金
・
△
・

学級経営の計画
授業参観研修（教科等）
参観授業の振り返り

拠点校指導教員➁ 6 16

16 水
・ 学級経営の計画

(組織・目標・経営案等)
校内指導教員 2 18

18 金
・
△
・

学習のしつけ、授業づくりのポイント
授業参観研修（教科等）
参観授業の振り返り

拠点校指導教員③ 6 24

19 土 ・ 学級経営案の作成と資料の活用（Ⅰ） 2 26 4/19参観日で午後に研修を行う

23 水 ・ 文書の収受及び発送処理の仕方 校内指導教員 2 28

25 金
・
▽
・

教室環境の整備
授業研究研修（教科等）
授業研究の振り返り

拠点校指導教員④ 6 34

1 木 ・ 学級経営案の作成と資料の活用（Ⅱ） 校内指導教員 2 36

7 水 ・ 保健、安全指導の進め方(Ⅰ) 校内指導教員 2 38

14 水 ・ 集団下校訓練、地域巡回について 校内指導教員 2 40

16 金
・
▽
・

給食・清掃指導の進め方
授業研究研修（道徳）
授業研究の振り返り

拠点校指導教員⑤ 6 46

21 水 △ 授業参観研修（教科等） 校内指導教員 2 48

22 木 ・ 道徳教育の進め方（オンライン） 拠点校指導教員⑥ 6 54 5/22　オンライン

23 金
・
△
・

保護者との連携
授業参観研修（教科等）
参観授業の振り返り

拠点校指導教員⑦ 6 60

28 水 △ 授業参観研修（教科等） 校内指導教員 2 62

30 金
・
▽
・

授業の進め方Ⅰ（発問・板書等）
授業研究研修（教科等）
授業研究の振り返り

拠点校指導教員⑧ 6 68

2 月 △ 授業参観研修（教科等） 校内指導教員 2 70
6/5
学習指導基礎講座Ⅰ

6 金
・
▽
・

授業の進め方Ⅱ（ノート指導等）
授業研究研修（教科等）
授業研究の振り返り

拠点校指導教員⑨ 6 76

11 水 △ 授業参観研修（教科等） 校内指導教員 2 78

13 金
・
▽
・

校内研修への対応、学習指導
授業研究研修（教科等）
授業研究の振り返り

拠点校指導教員⑩ 6 84

主　な　研　修　内　容

4

令和７年度    初任者研修年間指導計画書

    　校内指導教員氏名　　　○○　○○

４  年間指導計画

学校名   ○○○立  ○○○学校（ １ 人配置校）

校長氏名   ○○　○○　　　　　      

１  初任者氏名    ○○　○○（　　）

２  拠点校方式

　　　拠点校指導教員氏名　　○○　○○

・校内の実地研修に道徳教育や特別支援教育に係る内容を適時性に配慮して立案した。

・本校職員の得意教科を中心に全校体制で授業参観研修ができるようにした。

合　　　　　　　　　　　計 180

一
　
学
　
期

5/8～9
学級経営基礎講座Ⅰ

6

5

報告書と項目が違うので注意する。

１８０以上２４０時間以内で余

裕をもって計画する。

中学校の場合は、（ ）に担当教科名を記載する。

校種によって違う。校種ご

との校外研修の日にちと名

称を入れる。

・（ポツ）や△、▽の記号は

必ず記載する。

校内指導教員だけでなく、他の教職員の協力も得て研修を行う。

備考には校外研

修とオンライン研

修日を入れる。

４～５月は△授業参観研修

を多めに入れ、多様な教科

等の授業を参観する。

日にちと曜日が正しいこと、

校外研修日と重なっていない

ことを確認する。

計画書の段階で（教科等）

として記載しているが、報

告書には、実際の教科等

の名称を記載する。

※実施後は、計画書に朱

書きしておくとよい。

拠点校指導教員による実

地研修の内容（直接指導

が３時間）は、３行くらいが

一般的。

土曜日に研修を実

施する場合、備考

に理由を記入する。

【Ⅱ-7】



（様式２－４）拠点校方式の複数配置校の場合

期 月 日 曜 主　な　研　修　内　容 指導者等 Ａ Ｂ Ａ Ｂ
備　　　考

（オンライン研修等の実施
日）

令和７年度    初任者研修年間指導計画書

学校名   　　　    立   　　　  学校（ ２ 人配置校）

校長氏名     　　　　　　　　　　      

１  初任者氏名    　　　　　　　  （　　）

２  拠点校校方式

合　　　　　　　　　　　計

時数

　　　　　　　    　　　　　　　  （　　）

    　校内指導教員氏名

３  計画上留意した事項

  ・

  ・

４  年間指導計画 延べ時数

　　　拠点校指導教員氏名

【Ⅱ-8】



（様式２－４）拠点校方式の複数配置校の場合　【記入例】

期 月 日 曜 主　な　研　修　内　容 指導者等 Ａ Ｂ Ａ Ｂ 備　　　考
（オンライン研修等の実施日）

2 水 ・教員としての心構えと勤務の仕組み 校内指導教員・校長 2 2 2 2 4/1 赴任時研修

4 金 ・本校の特色と教育目標 校内指導教員・校長 2 2 4 4

11 金
・本校の教育課程及び校内組織と校務分掌
（Ⅰ）

校内指導教員・教務主任 2 2 6 6

15 火 ・学級経営の計画 拠点校指導教員 6 6 12

16 水 ・学級経営の計画 拠点校指導教員 6 12 12

18 金 △授業参観研修（教科等）他 校内指導教員 2 2 14 14

28 月
・保健、安全指導の進め方(Ⅰ)
△授業参観研修（道徳）他

拠点校指導教員 6 14 20

30 水
・保健、安全指導の進め方(Ⅰ)
△授業参観研修（道徳）他

拠点校指導教員 6 20 20

1 木
・本校の教育課程及び校内組織と校務分掌
（Ⅱ）

校内指導教員・教務主任 2 2 22 22

2 金 △授業参観研修（教科等）他 校内指導教員 2 2 24 24

9 金 △授業参観研修（教科等）他 校内指導教員 2 2 26 26 5/12　オンライン

12 月 ・道徳教育の進め方（オンライン） 拠点校指導教員 6 6 32 32
5/15

20 火 ・教材研究の進め方と単元の指導計画等 拠点校指導教員 6 38 32
学級経営基礎講座Ⅰ

21 水 ・教材研究の進め方と単元の指導計画等 拠点校指導教員 6 38 38
5/29～30

23 金 △授業参観研修（教科等）他 校内指導教員 2 2 40 40
教科等教育基礎講座Ⅰ

3 火
△授業参観研修（教科等）
・校内研修への対応

拠点校指導教員 6 40 46

4 水
△授業参観研修（教科等）
・校内研修への対応

拠点校指導教員 6 46 46

188 188

２  拠点校方式

令和７年度    初任者研修年間指導計画書

学校名   　　　    立   　　　  学校（ ２ 人配置校）

校長氏名     　　　　　　　　　　      

１  初任者氏名    ○  ○  Ａ  男  （理科）

　　　　　　　　　○  ○  Ｂ  子  （英語）

合　　　　　　　　　　　計

　　　拠点校指導教員氏名△  △  △  △  

    　校内指導教員氏名　□  □  □  □  

３  計画上留意した事項

  ・

４  年間指導計画 時数 延べ時数

一
　
学
　
期

4

5

6

４～５月は△授業参観研修

を多めに入れ、多様な教科

等の授業を参観する。

備考には校外研

修と、オンライン

研修日を入れる。

校内指導教員だけでなく、他の教職員の協力も得て研修を行う。

・（ポツ）や△、▽の記号は

必ず記載する。

計画書の段階で（教科等）

として記載しているが、報

告書には、実際の教科等

の名称を記載する。

※実施後は、計画書に朱

書きしておくとよい。

１８０以上２４０時間以内で余

裕をもって計画する。

中学校の場合は、（ ）に担当教科名を記載する。

報告書と項目が違うので注意する。

【Ⅱ-9】



（様式３－１）単独校方式の１人配置校の場合

期 月 日 曜 主　な　研　修　内　容 指導者等 時数 延べ時数 備　　　考

合　　　　　　　　　　　計

３  研修実施日・研修実施内容等

    　教科指導員氏名

令和７年度    初任者研修年間指導報告書

学校名   　　　    立   　　　  学校（ １ 人配置校）

校長氏名     　　　　　　　　　　      

　　　指導教員氏名

２  単独校方式

１  初任者氏名    　　　　　　　  （　　）

中学校は初任者氏名の後に（ ）

を付し、教科名を記入する。

【Ⅱ-10】



４  研修の成果と課題等

 （１） 校内体制を確立するためにどのような工夫をしたか。

    ①  実地研修に係る共通理解のために

    ②  実地研修の推進体制づくりのために

    ③  指導教員等への具体的配慮事項について

 （２） 研修時間を確保するためにどのような工夫をしたか。

    ①  週時程の作成に当たって

    ②  研修計画変更等の対応について

    ③  その他、研修時間確保のための工夫について

 （３） 年間指導計画作成の際、研修項目・研修内容等で工夫した点は何か。

 （４） 実地研修の成果はどのようなものか。

    ①  初任者自身の成長から

    ②  学校全体として

 （５） 実地研修を実施してみての課題とその対応は何か。

    ①  実地研修を進める上での課題について

    ②  実地研修を進める上での課題への対応について

 （６） 記録簿が整理されているか。

    ①　実地研修記録簿の作成とその活用について

    ②  非常勤講師勤務状況整理簿の作成について

 （７） 初任者の指導に当たっては、メンタルケア等についてどのような点に留意したか。

【Ⅱ-11】



（様式３－２）拠点校方式の１人配置校の場合

期 月 日 曜 主　な　研　修　内　容 指導者等 時数 延べ時数 備　　　考

    　校内指導教員氏名

３  研修実施日・研修実施内容等

合　　　　　　　　　　　計

令和７年度    初任者研修年間指導報告書

学校名   　　　    立   　　　  学校（ １ 人配置校）

校長氏名     　　　　　　　　　　      

１  初任者氏名    　　　　　　　  （　　）

２  拠点校方式

　　　拠点校指導教員氏名
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４  研修の成果と課題等

 （１） 校内体制を確立するためにどのような工夫をしたか。

    ①  実地研修に係る共通理解のために

    ②  実地研修の推進体制づくりのために

    ③  指導教員等への具体的配慮事項について

 （２） 研修時間を確保するためにどのような工夫をしたか。

    ①  週時程の作成に当たって

    ②  研修計画変更等の対応について

    ③  その他、研修時間確保のための工夫について

 （３） 年間指導計画作成の際、研修項目・研修内容等で工夫した点は何か。

 （４） 実地研修の成果はどのようなものか。

    ①  初任者自身の成長から

    ②  学校全体として

 （５） 実地研修を実施してみての課題とその対応は何か。

    ①  実地研修を進める上での課題について

    ②  実地研修を進める上での課題への対応について

 （６） 記録簿が整理されているか。

    ①　実地研修記録簿の作成とその活用について

    ②  非常勤講師勤務状況整理簿の作成について

 （７） 初任者の指導に当たっては、メンタルケア等についてどのような点に留意したか。

【Ⅱ-13】



（様式３－４）拠点校方式の複数配置校の場合

期 月 日 曜 主　な　研　修　内　容 指導者等 Ａ Ｂ Ａ Ｂ 備　　　考

令和７年度    初任者研修年間指導報告書

学校名   　　　    立   　　　  学校（ ２ 人配置校）

校長氏名     　　　　　　　　　　      

１  初任者氏名    　　　　　　　  （　　）

２  拠点校方式

合　　　　　　　　　　　計

時数

　　　　　　　    　　　　　　　  （　　）

    　校内指導教員氏名

３  研修実施日・研修実施内容等 延べ時数

　　　拠点校指導教員氏名
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４  研修の成果と課題等

 （１） 校内体制を確立するためにどのような工夫をしたか。

    ①  実地研修に係る共通理解のために

    ②  実地研修の推進体制づくりのために

    ③  指導教員等への具体的配慮事項について

 （２） 研修時間を確保するためにどのような工夫をしたか。

    ①  週時程の作成に当たって

    ②  研修計画変更等の対応について

    ③  その他、研修時間確保のための工夫について

 （３） 年間指導計画作成の際、研修項目・研修内容等で工夫した点は何か。

 （４） 実地研修の成果はどのようなものか。

    ①  初任者自身の成長から

    ②  学校全体として

 （５） 実地研修を実施してみての課題とその対応は何か。

    ①  実地研修を進める上での課題について

    ②  実地研修を進める上での課題への対応について

 （６） 記録簿が整理されているか。

    ①　実地研修記録簿の作成とその活用について

    ②  非常勤講師勤務状況整理簿の作成について

 （７） 初任者の指導に当たっては、メンタルケア等についてどのような点に留意したか。
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（様式３－２）拠点校方式の１人配置校の場合【記入例】

３　研修実施日・研修実施内容等

期 月 日 曜 指導者等 時数
延べ
時数

備　　　考
（オンライン研修等の実施日）

2 水 ・ 本校の特色と教育目標
校長・校内指導教
員

2 2 4/1赴任時研修

4 金
・
▽
・

オリエンテーション
授業研究研修（学活）
授業研究の振り返り

拠点校指導教員① 6 8

9 水 ・ 教育課程及び校内組織と校務分掌
教頭・校内指導教
員

2 10

11 金
・
△
・

学級経営の計画
授業参観研修（算数）
参観授業の振り返り

拠点校指導教員➁ 6 16

16 水
・ 学級経営の計画

(組織・目標・経営案等)
校内指導教員 2 18

18 金
・
△
・

学習のしつけ、授業づくりのポイント
授業参観研修（国語）
参観授業の振り返り

拠点校指導教員③ 6 24

19 土 ・ 学級経営案の作成と資料の活用(Ⅰ） 校内指導教員 2 26

23 水 ・ 文書の収受及び発送処理の仕方 校内指導教員 2 28

25 金
・
▽
・

教室環境の整備
授業研究研修（算数）
授業研究の振り返り

拠点校指導教員④ 6 34

1 火 ・ 学級経営案の作成と資料の活用(Ⅱ） 校内指導教員 2 36

7 水 ・ 保健、安全指導の進め方(Ⅰ) 校内指導教員 2 38

14 水 ・ 集団下校訓練、地域巡回について 校内指導教員 2 40

16 金
・
▽
・

給食・清掃指導の進め方
授業研究研修（道徳）
授業研究の振り返り

拠点校指導教員⑤ 6 46

21 水 △ 授業参観研修（算数） 校内指導教員 2 48

22 木 ・ 道徳教育の進め方（オンライン） 拠点校指導教員⑥ 6 54 5/22　オンライン

23 金
・
△
・

保護者との連携
授業参観研修（国語）
参観授業の振り返り

拠点校指導教員⑦ 6 60

28 水 △ 授業参観研修（算数） 校内指導教員 2 62

30 金
・
▽
・

授業の進め方Ⅰ（発問・板書等）
授業研究研修（算数）
授業研究の振り返り

拠点校指導教員⑧ 6 68 6/8
学習指導基礎講座Ⅰ

2 月 △ 授業参観研修（理科） 校内指導教員 2 70

6 金
・
▽
・

授業の進め方Ⅱ（ノート指導等）
授業研究研修（算数）
授業研究の振り返り

拠点校指導教員⑨ 6 76

6/5
学習指導基礎講座Ⅰ

10 火 ・ 特別支援教育について 校内指導教員 2 78

13 金
・
▽
・

校内研修への対応、学習指導
授業研究研修（国語）
授業研究の振り返り

拠点校指導教員⑩ 6 84

　　　拠点校指導教員氏名　　○○　○○

令和７年度    初任者研修年間指導報告書

学校名   ○○○立  ○○○学校（ １ 人配置校）

校長氏名   ○○　○○　　　　　      

１  初任者氏名    ○○　○○（　　）

２  拠点校方式

合　　　　　　　　　　　計 180

    　校内指導教員氏名　　　○○　○○

主　な　研　修　内　容

一
　
学
　
期

4

5/8～9
学級経営基礎講座Ⅰ

4/19参観日のため勤務日
であり、午後に研修を実
施

6

5

中学校の場合は、（ ）に担当教科名を記載する。

計画書と項目が違うので注意する。

報告書では実際

の教科等の名称

を記載する。

土曜日に研修を実

施した場合、備考

に理由を記入する。
主な研修内容は、実地

研修記録簿との整合性を

とることが大事である。

※ 計画書の朱書きを活

用し、報告書には朱書き

をしない。

計画と変更があった場合、

実際に研修を行った日にち

と曜日、内容を記入する。

実際に参観・実施した教科等名を入れる。中学校でも

他教科の授業を参観できるよう計画する。

１８０を下回らな

いようにする。

拠点校指導教員実施記録

簿と照合して、通算時間に

なっているか確認する。

備考には校外研

修とオンライン研

修日を入れる。
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（別紙） 

令和７年度 週時程一覧表の作成に当たって  

 

（週時程内の研修時間の確保例） 

 

 

　次ページに示す確保例では、下記の記号を用いて、初任者、単独校方式による指導教員、

教科指導員、校内指導教員、拠点校指導教員、非常勤講師等相互の動態及び研修内容を明確

にしている。 

　また、校種ごと及び初任者配置数ごとに留意点等を文章化している。 

 

 

　　　　実地研修（直接指導）の時間 

 

　　　　（実地研修８時間のうち、指導者と対面しながら研修する時間として４時間程

　　　　度を確保している。） 

 

  　　　実地研修（オンライン指導等）の時間 

 

　　　　（実地研修８時間のうち、月１回を基本として、指導者とオンライン等で研修

　　　　する時間として４時間程度を確保している。） 

 

　　　　実地研修（準備・報告等）の時間 

 

 

　　　　２人配置校の場合の共通の実地研修（準備・報告等）の時間 

 

 

　 ○ 　後補充 

 

　　　　（校外研修で初任者が欠けた場合でも、指導の継続性を十分保つために誰が後 

　　　　補充に入るのかを明確にしている。） 

 

　　△　授業参観研修 

 

　　　　（初任者が指導教員及び教科指導員又は先輩教員等の授業を参観する時間を設 

　　　　定している。この１時間は、指導教員等の週担当時数に入れる。） 

 

　　▽　授業研究研修 

 

　　　　（指導教員及び教科指導員が初任者の授業を参観する時間を設定している。こ 

　　　　の１時間は、初任者の週担当時数に入れる。） 

 

　（　）の中は、その時間の授業担当者を示している。 

　学校が作成し提出する週時程一覧表については、上記の記号を用いる。必要に応じて留意

点等を記載する。 

　また、週時程表を明記する必要がある教員は、初任者、単独校指導教員、教科指導員、拠

点校指導教員、校内指導教員及び後補充に当たる教員とし、（他）（専）の週時程表につい

ては特に明記する必要はない。 
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（別紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年度） 

週時程一覧表（例）小学校拠点校方式  

 学校名 　　　　　立　　　小学校

Ⅰ　小学校１人配置校
 

　①初任者（４年１組担任）            　　②校内指導教員（教務主任） 
    週担当時数　　    ２０時間1/2  　　　　　週担当時数　　        ６時間 
    実地研修（直接、オンライン）時数 ４時間　 　　　　 実地研修（直接）時数　２時間 
    　　　　　　　　　　　　　　　           実地研修（準備等）時数     １時間 
 月 火 水 木 金  月 火 水 木 金

           
 １ 国 算 算 図 社  １  社 
 (指)  4-1
      △     △ 
 ２ 算 国 学  書  ２ 国   
 (指) （専）  4-1 （他）
   ▽      ▽  
 ３ 理 理 体 国 理  ３  

  
            
 ４ 社 音 国 算 国  ４ 社 
 (指) (専)  4-1

            
 ５ 体 体 道 社 算  ５ 社 
 (他) (指)  4-1

          
 ６ 総 国 総  ６ 総 総 
 4年 4年

  
放

  ③拠点校指導教員 
　　実地研修（直接・オンライン）時数 ３時間　　    　④非常勤講師 
    実地研修（準備等）時数 ３時間            後補充　　　　　　６時間1/2 

月 火 水 木 金   月  火  水  木  金
        ○ 
１     １  図 

 4-1
              ○ 
２     ２ 図隔週 

 4-1
   ▽       ○ ○ 
３     ３ 国 理 

 4-1 4-1
          ○ ○ 
４     ４ 算 国 

 4-1 4-1
       ○ 
５     ５ 算 

 4-1
          
６     ６

 
   

放 放
 
  ・木曜日に校外研修日が多いことから、火曜日と金曜日に実地研修日を設定した。 
　・校外研修がある場合は、非常勤講師が後補充に入る。 
  ・木曜日の校外研修がないときに、実地研修を行う必要がある場合は、６校時を研修時間
　　として確保する。 
　・金曜日２校時に授業参観研修を行う場合は、指導教員が付き添う形で、全校の協力を得
　　て行う。 
 

拠
点
校
指
導
員
に
よ
る
オ
ン
ラ

イ
ン
等
で
の
指
導
は
、
木
曜
実

施
を
基
本
と
す
る図/音

(専)

年
間
指
導
報
告
書
で
は
、
一
日
当
た
り

の
初
任
研
の
時
数
と
し
て
は
、
重
複
し

て
カ
ウ
ン
ト
し
な
い

初任者の実地研修日を週２日とした場合の例

こ
こ
で
は
、
拠
点
校
指
導
教
員
の
実
地
研
修
の

時
間
を
１
～
６
校
時
に
設
定
し
た
が
、
２
校
時

～
放
課
後
で
６
時
間
を
と
っ
て
も
よ
い
。
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（別紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年度） 

週時程一覧表（例）小学校拠点校方式  

 学校名 　　　　　立　　　小学校

Ⅰ　小学校１人配置校
 

　①初任者（４年１組担任）            　　②校内指導教員（教務主任） 
    週担当時数　　    ２０時間1/2  　　　　 週担当時数　　        ６時間 
    実地研修（直接、オンライン）時数 ４時間　　　 　  実地研修（直接）時数　２時間 
                                            実地研修（準備等）時数     １時間 
 月 火 水 木 金  月 火 水 木 金

           
 １ 国 算 算 図 社  １  社 
 (指)  4-1
             
 ２ 算 国 学  書  ２ 国  
 (指) （専）  4-1
   ▽      ▽  
 ３ 理 理 体 国 理  ３  

  
            
 ４ 社 音 国 算 国  ４ 社 
 (指) (専)  4-1
   △       △  
 ５ 体 体 道 社 算  ５  社 
 (他) (指)  (他) 4-1

          
 ６ 総 国 総  ６ 総 総 
 4年 4年

 
放 

  ③拠点校指導教員 
　　実地研修（直接・オンライン）時数 ３時間　　    　　④非常勤講師 
    実地研修（準備等）時数 ３時間              後補充　　　　 　６時間1/2 

月 火 水 木 金   月  火  水  木  金
        ○ 
１     １  図 

 4-1
              ○ 
２     ２ 図隔週 

 4-1
   ▽       ○ ○ 
３     ３ 国 理 

 4-1 4-1
          ○ ○ 
４     ４ 算 国 

 4-1 4-1
       ○ 
５     ５ 算 

 4-1
          
６     ６

 
   

放 放

 
  ・木曜日に校外研修日が多いことから、火曜日に実地研修日を設定した。 

　・校外研修がある場合は、非常勤講師が後補充に入る。 

  ・木曜日の校外研修がないときに、実地研修を行う必要がある場合は、６校時を研修時間

　　として確保する。 

　・火曜日５校時に授業参観研修を行う場合は、指導教員が付き添う形で、全校の協力を得
　　て行う。 
 

図/音
(専)

こ
こ
で
は
、
拠
点
校
指
導
教
員
の
実
地
研
修
の

時
間
を
１
～
６
校
時
に
設
定
し
た
が
、
２
校
時

～
放
課
後
で
６
時
間
を
と
っ
て
も
よ
い
。

初任者の実地研修日を週１日とした場合の例

拠
点
校
指
導
員
に
よ
る
オ
ン
ラ

イ
ン
等
で
の
指
導
は
、
木
曜
実

施
を
基
本
と
す
る

年
間
指
導
報
告
書
で
は
、
一
日
当
た
り

の
初
任
研
の
時
数
と
し
て
は
、
重
複
し

て
カ
ウ
ン
ト
し
な
い
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（別紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年度） 

週時程一覧表（例）小学校拠点校方式  

 学校名 　　　　　立　　　小学校

Ⅱ　小学校２人配置校
 

①初任者Ａ（４年１組担任） ②初任者Ｂ（５年１組担任）③校内指導教員（教務主任） 
 週担当時数　  ２１時間 　週担当時数    ２１時間    週担当時数　　   ８時間 
 実地研修（直接・オンライン）時数    実地研修（直接・オンライン）時数      実地研修（直接）時数  ３時間 
 　　　　　　　　　 ４時間    　　　　　　　　４時間    実地研修（準備等）時数 ２時間 

月 火 水 木 金 　 月 火 水 木 金    月 火 水 木 金
                    
１ 算 算 国 国 算     １ 社 国 算 国 国  １ 算 

（指）    4-1
   ▽        ▽     ▽ ▽  
２ 社 国 社 算 図    ２ 算 社 外 体 算 ２ Ｂ Ａ 算 

 （指） 5-1
     △       △    △ 
３ 体 体 体 理 理  ３ 理 音 国 書 体 ３ 音 体 ＡＢ 

(指) (専) (専)  (専) (指) (他) （学年） 5-1 4-1 (他)
                
４ 国  算 書 理  ４ 理 算 家 理  ４ 算 算 

(指) (他) (専)  (専) (指) (専) 5-1 4-1
                

５ 音 学 総 社 国  ５ 体 総 道 算 図 ５
(学年)  (学年)

             
６ 総 国 道  ６ 総 学 社 家 ６ 総 総 

 4年 4年
  

               放

 
④拠点校指導教員            ⑤非常勤講師Ｃ 　　　　　 ⑥非常勤講師Ｄ 
  実地研修（直接・オンライン）時数　 　後補充　　 　　５時間 　　後補充   　　　 ７時間 
                   ６時間 
  実地研修（準備等）時数 ６時間 

月 火 水 木 金  月 火 水 木 金  月 火 水 木 金  
  ○ A   ○B ○B   
１ １ 国  １ 国 国   

4-1  5-1 5-1  
 ▽ ▽  ○A ○A   ○ B   
２  B  A ２ 算 図  ２ 体   

4-1 4-1  5-1  
  B  A       
３ ３  ３   

  
 B A     ○B  
４ ４   ４    

 5-1  
    ○ A ○A   ○B ○B   
５ ５ 社 国  ５ 算 図   

4-1 4-1  5-1 5-1  
      ○B  
６ ６ ６ 家   

5-1  
     
放 放 放  

                                                                               
　・木曜日に校外研修日が多いことから、Ａは水、金曜日に、Ｂは火、金曜日に実地研修日を設定した。 
　・金曜日はＡＢの初任者が一緒に実地研修を行うように設定した。 
　・校外研修がある場合は、非常勤講師が後補充に入る。 
　・木曜日の校外研修がないときに、実地研修を行う必要がある場合は、３・４校時を研修
　　時間として確保する。 
　・金曜日３校時に授業参観研修を行う場合は、指導教員が付き添う形で、全校の協力を得て行う。 

図/音 図/音

図/音

初任者の実地研修日を週２日とした場合の例

こ
こ
で
は
、
拠
点
校
指
導
教
員
の
実
地
研
修
の

時
間
を
１
～
６
校
時
に
設
定
し
た
が
、
２
校
時

～
放
課
後
で
６
時
間
を
と
っ
て
も
よ
い
。

年間指導報告書では、Ａ．Ｂそれぞれの一日あたりの初任研の時数としては
重複してカウントしない

拠
点
校
指
導
員
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
等
で

の
指
導
は
、
木
曜
実
施
を
基
本
と
す
る
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（別紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年度） 

週時程一覧表（例）小学校単独校方式  

 学校名 　　　　立　　　　小学校

Ⅰ　小学校１人配置校
 

　①初任者（４年１組担任）            　　②指導教員（教務主任） 
    週担当時数　　　２１時間1/2　　　　　 　週担当時数６＋（後補充２）時間 
    実地研修（直接）時数　４時間 　　　　　 実地研修（直接）時数　  ４時間 
                                            実地研修（準備等）時数       ４時間 
 月 火 水 木 金  月 火 水 木 金  

           
 １ 国 算 算 図 算  １   

   
      △    △  
 ２ 算 国 学 理 社  ２ 社  
 (非) (指)  4-1  
  ▽      ▽   
 ３ 理 体 国 書  ３   
 (非)   
           ○ ○  
 ４ 社 音 国 算 理  ４ 社  算 理  
 (指) (専）  4-1 　 4-1 4-1  

             
 ５ 体 体 道 社 国  ５ 書 社  
 (指) 6-2 4-1  

           
   ６ 総 国 総 ６ 総 総  
    4年 4年  

    
 放  

  
  

　③非常勤講師  
　　週担当時数　３＋(後補充５)時間  
 ・木曜日に校外研修日が多いことから、火曜日と金
 月 火 水 木 金 　曜日に実地研修日を設定した。 
      ○ ○ ・金曜日にも校外研修がある場合を想定し、指導 
 １    図 算   教員と非常勤講師が後補充に入れるように設定 
 4-1 4-1 　した。 
         ○    ・木曜日の校外研修がないときに、実地研修を行 
 ２ 国    理   う必要がある場合は、非常勤講師が初任者の後 
 4-1 4-1   補充に入って研修時間(１･２･３校時)を確保す
      ○  　る。 
 ３    国 書 ・非常勤講師の書写(6-1)は指導教員の負担軽減 
 4-1 4-1   を意図したものである。 
          ・非常勤講師が出勤し、終日教材研究、打合せで
 ４    書 　終わることがないよう配慮している。 
 6-1 ・金曜日２校時に授業参観研修を行う場合は、指
      ○ 　導教員の他、全校の協力を得て行う。
 ５    国 
 4-1
         
 ６    
 

  
 放 

指導教員の

負担軽減の

例

図/音
(専)

初任者の実地研修日を週２日とした場合の例
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（別紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年度） 

週時程一覧表（例）小学校単独校方式  

 学校名 　　　　立　　　　小学校

Ⅰ　小学校１人配置校
 

　①初任者（４年１組担任）            　　②指導教員（教務主任） 
    週担当時数　 ２０時間1/2　　　　　　　　週担当時数６＋（後補充２）時間 
    実地研修（直接）時数　４時間　　  　　　実地研修（直接）時数　  ４時間 
                                            実地研修（準備等）時数       ４時間 
 月 火 水 木 金  月 火 水 木 金  

           
 １ 国 算 算 図 算  １   

   
            
 ２ 算 国 学 理 社  ２ 社  
 (非) (指)  4-1  
  ▽      ▽   
 ３ 理 体 国 書  ３   
 (非)   
          　 ○ ○  
 ４ 社 国 国 算 理  ４ 社 　 算 理  
 (指)  4-1 　 4-1 4-1  
   △       △   
 ５ 体 体 道 社 国  ５ 書  社  
 (他) (指) 6-2 (他) 4-1  

            
   ６ 総 音 総 ６ 総  総  
    (専） 4年 　 4年  

    
 放  

  
  

　③非常勤講師  
　　週担当時数３＋(後補充５)時間  
 ・木曜日に校外研修日が多いことから、火曜日に実
 月 火 水 木 金  　地研修日を設定した。 
      ○ ○  ・金曜日にも校外研修がある場合を想定し、指導 
 １    図 算    教員と非常勤講師が後補充に入れるように設定 
 4-1 4-1  　した。 
         ○     ・木曜日の校外研修がないときに、実地研修を行 
 ２ 国    理    う必要がある場合は、非常勤講師が初任者の後 
 4-1 4-1    補充に入って研修時間(１･２･３校時)を確保す
      ○   　る。 
 ３    国 書  ・非常勤講師の書写(6-1)は指導教員の負担軽減 
 4-1 4-1    を意図したものである。 
           ・非常勤講師が出勤し、終日教材研究、打合せで
 ４    書  　終わることがないよう配慮している。 
 6-1  ・火曜日５校時に授業参観研修を行う場合は、指
      ○  　導教員が付き添う形で、全校の協力を得て行う。
 ５    国  
 4-1  
          
 ６     

  
   

 放  

図/音
(専)

初任者の実地研修日を週１日とした場合の例

指導教員の

負担軽減の

例
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（別紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年度） 

週時程一覧表（例）中学校拠点校方式  

 学校名 　　　　立　　　　中学校

Ⅰ　中学校１人配置校
 

　　　①初任者（数学　２年１組担任）      　　②校内指導教員（数学　研修主任） 
   　　 週担当時数 　　      １７時間　　　　  　 週担当時数　     １４時間 
   　　 実地研修（直接・オンライン）時数  ４時間  　　　　   実地研修（直接）時数   ２時間 
                                                 実地研修（準備等）時数  １時間 

 月 火 水 木 金           月 火 水 木 金      
                              
 １ 道 数          １ 数 数         
 2-3 3-2 3-1         
      △      △          
 ２ 数 数  ２ 数 数 数          
 2-2 1-1 （指） 3-1 3-1 3-3          
   ▽      ▽             
 ３ 数 数 数 数  ３  数           
 2-3 2-1 1-1 2-2 3-1 　          
                    
 ４  数 数 ４ 数 数  
 2-1 2-3 3-2 3-3  
              
 ５ 数 学 数 数 ５ 数 数  
 1-1 1-1 2-2 3-3 3-2  

             
 ６ 総  総 数 ６ 総 数 総 数  
 ２ ２ 2-1 ２ 3-3 ２ 3-2  

     
 放  

　  ③拠点校指導教員　　　　　　                            
  　　実地研修（直接・オンライン）時数   ３時間  　　　　 ④非常勤講師 
      実地研修（準備等）時数 ３時間      　　 　後補充　           ６時間  　 

月 火 水 木 金  月 火 水 木 金   
         

１   １
 

         
２   ２  

 
  ▽       ○ 
３  ３ 数 

 2-2
        ○ ○ 
４  ４ 数 数 

 2-1 2-3
        ○ ○ 
５  ５ 数 数 

 1-1 2-2
       ○ 
６  ６ 数 

2-1
  

放 放

 
　・木曜日に校外研修日が多いことから、火曜日と金曜日に実地研修日を設定した。 
　・校外研修がある場合は、非常勤講師が後補充に入る。 
　・木曜日の校外研修がないときに、実地研修を行う必要がある場合は、１校時を研修時間
　　として確保する。 
 

初任者の実地研修日を週２日とした場合の例

こ
こ
で
は
、
拠
点
校
指
導
教
員
の
実
地
研
修
の

時
間
を
１
～
６
校
時
に
設
定
し
た
が
、
２
校
時

～
放
課
後
で
６
時
間
を
と
っ
て
も
よ
い
。

年
間
指
導
報
告
書
で
は
、
一
日
当
た
り

の
初
任
研
の
時
数
と
し
て
は
、
重
複
し

て
カ
ウ
ン
ト
し
な
い

拠
点
校
指
導
員
に
よ
る
オ
ン
ラ

イ
ン
等
で
の
指
導
は
、
木
曜
に

実
施
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
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（別紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年度） 

週時程一覧表（例）中学校拠点校方式  

 学校名 　　　　立　　　　中学校

Ⅰ　中学校１人配置校
 

　　　①初任者（数学　２年１組担任）      　　②校内指導教員（数学　研修主任） 
   　　 週担当時数 　    　 １７時間　　　　　    週担当時数　      １４時間 
   　　 実地研修（直接・オンライン）時数 ４時間　　 　　  　実地研修（直接）時数    ２時間 
                                                実地研修（準備等）時数 　１時間 

 月 火 水 木 金           月 火 水 木 金      
                              
 １ 道 数          １ 数 数         
 2-3 3-2 3-1         
                     
 ２ 数 数 ２ 数 数 数          
 2-2 1-1 3-1 3-1 3-3          
   ▽      ▽             
 ３ 数 数 数 数  ３  数           
 2-3 2-1 1-1 2-2 3-1 　          
                    
 ４  数 数 ４ 数 数  
 2-1 2-3 3-2 3-3  
              
 ５ 数 学 数 数 ５ 数 数  
 1-1 1-1 2-2 3-3 3-2  
   △     △     
 ６ 総  総 数 ６ 総 数 総 数  
 ２ （指） ２ 2-1 ２ 3-3 ２ 3-2  

     
 放  

　  ③拠点校指導教員　　　　　　                            
  　　実地研修（直接・オンライン）時数　３時間  　　　　 ④非常勤講師 
      実地研修（準備等）時数 ３時間      　　 　後補充            　６時間  　 

月 火 水 木 金  月 火 水 木 金   
         

１   １
 

         
２   ２  

 
  ▽       ○ 
３  ３ 数 

 2-2
        ○ ○ 
４  ４ 数 数 

 2-1 2-3
        ○ ○ 
５  ５ 数 数 

 1-1 2-2
       ○ 
６  ６ 数 

2-1
  

放 放

 
　・木曜日に校外研修日が多いことから、火曜日に実地研修日を設定した。 
　・校外研修がある場合は、非常勤講師が後補充に入る。 
　・木曜日の校外研修がないときに、実地研修を行う必要がある場合は、１校時を研修時間
　　として確保する。 
 

初任者の実地研修日を週１日とした場合の例

こ
こ
で
は
、
拠
点
校
指
導
教
員
の
実
地
研
修
の

時
間
を
１
～
６
校
時
に
設
定
し
た
が
、
２
校
時

～
放
課
後
で
６
時
間
を
と
っ
て
も
よ
い
。

年
間
指
導
報
告
書
で
は
、
一
日
当
た
り

の
初
任
研
の
時
数
と
し
て
は
、
重
複
し

て
カ
ウ
ン
ト
し
な
い

拠
点
校
指
導
員
に
よ
る
オ
ン
ラ

イ
ン
等
で
の
指
導
は
、
木
曜
に

実
施
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
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　（別紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年度） 

週時程一覧表（例）中学校拠点校方式  

 学校名 　　　　立　　　　中学校

Ⅱ　中学校２人配置校
　 

①初任者Ａ（理科　１年１組担任） ②初任者Ｂ（英語　２年１組担任）  ③校内指導教員（英語　教務主任） 
 週担当時数　　１７時間   週担当時数    １６時間    週担当時数　   １４時間 
 実地研修（直接・オンライン）時数   実地研修（直接・オンライン）時数    実地研修（直接）時数 ３時間 

                ４時間                   ４時間    実地研修（準備等）時数 ２時間 
月 火 水 木 金  月 火 水 木 金   月 火 水 木 金  

              
１ 理 理   １  英 英 1 英 英  

1-3 1-3  2-2 2-2 3-6 1-1  
   ▽               
２ 理 理 理  ２  英 英 2 英 英 英 英  

1-1 1-1 1-1  2-1 2-1 3-6 1-1 3-6 2-6  
            △     △Ｂ  
３ 理 理 理  ３ 英 英   3 英 英 英 英  

1-2 2-3 2-3  2-5 2-5 (指) 1-1 2-6 1-1 2-6  
     △    ▽      ▽  △A  
４ 学 理   ４ 英 英 学 英   4 英 Ｂ 英   

1-3 (他)  2-2 2-1 2-5   2-6 3-6 (他)  
               

５ 理 理 総 理 理  ５ 英 総 英 5 総  
2-3 1-2 1 1-2 2-3  2-1 2 2-2 2  

                
６ 総  道  ６ 総  道  英 6 総   

1 2 2-5 2  
  
放 

                                                            
④拠点校指導教員　　        ⑤非常勤講師Ｃ             ⑥非常勤講師Ｄ     
  実地研修（直接・オンライン）時数      後補充          ５時間     後補充           ６時間 
  　　　　　　　　６時間 
  実地研修（準備等）時数  ６時間                                           

月 火 水 木 金  月 火 水 木 金  月 火 水 木 金
         ○Ｂ 
１  １  １  英 

  2-2
  Ｂ ▽     ○A    ○Ｂ ○Ｂ 
２ Ａ  ２ 理  ２  英 英 

 1-1  2-1 2-1
  Ｂ Ａ     ○A    
３  ３ 理  ３  

 2-3  
  ▽ Ａ     ○A    ○Ｂ 
４ Ｂ  ４ 理  ４  英 

 1-3  2-5
     ○A ○A    ○Ｂ 
５   ５ 理 理  ５  英 

 1-2 2-3  2-2
          ○Ｂ 
６     ６  ６  英 

  2-5
       

放  放   放  

　・木曜日に校外研修日が多いことから、Ａは水、金曜日に、Ｂは火、金曜日に実地研修日を
　　設定した。 
　・校外研修がある場合は非常勤講師が後補充に入る。 
　・木曜日の校外研修がないときに、必要に応じて実地研修ができるよう６校時を共通の空
　　き時間として設定している。 

初任者の実地研修日を週２日とした場合の例

こ
こ
で
は
、
拠
点
校
指
導
教
員
の
実
地
研
修
の

時
間
を
１
～
６
校
時
に
設
定
し
た
が
、
２
校
時

～
放
課
後
で
６
時
間
を
と
っ
て
も
よ
い
。

年間指導報告書では、Ｂの一日当たりの初任研の時数としては、重複してカ
ウントしない

拠
点
校
指
導
員
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
等
で

の
指
導
は
、
木
曜
実
施
を
基
本
と
す
る
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（別紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年度） 

週時程一覧表（例）中学校単独校方式  

 学校名 　　　　立　　　　中学校

Ⅰ　中学校１人配置校
 

　　　①初任者（数学　２年１組担任）      　②指導教員（理科　研修主任） 
   　　 週担当時数　　     １９時間　　   　  週担当時数　　      １５時間 
   　　 実地研修（直接）時数 ４時間　　　　　 実地研修（直接）時数  ２時間 
                                              実地研修（準備等）時数     ２時間 

   月 火 水 木 金           月 火 水 木 金
                     
 １ 道 数          １ 理 理 
 2-3 1-1 1-2
      △       
 ２ 数 数  ２ 理 理 理  
 2-2 1-1 （教） 1-1 1-3 1-3
   ▽          
 ３ 数 数 数 数 ３ 理 理 
 2-3 2-1 1-1 2-2 2-1 2-1
            
 ４ 数 数 数 数 ４ 理 理 理 理 
 1-2 1-2 2-1 2-3 1-2 2-1 1-1 1-3

             
 ５ 数 数 学 数 ５  理 理 
 1-1 1-2 2-2 　 1-2 2-1

           
 ６ 総  総 数 ６ 総 総 
 ２ ２ 2-1 ２ ２

   
 放
　  ③教科指導員 (数学３年２組担任)　                
  　　週担当時数　　　　　 １６時間 　      ④非常勤講師 
　　　実地研修（直接）時数　　　 ２時間           後補充               ５時間 
      実地研修（準備等）時数　　　２時間                              
 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金   

         
 １ 道 数 １
 3-3
     △      
 ２ 数 数 数 数 ２  
 3-1 3-3 3-2 3-2
   ▽       ○ 

 ３ 数 ３ 数 
 3-2 2-2
          ○ ○ 
 ４ 数 数 数 ４ 数 数 
 3-2 3-3 3-1 2-1 2-3
       ○ 

 ５ 数 学 数 ５ 数 
 3-1 3-3 2-2
         ○ 
 ６ 総 数 総 ６ 数 
 ３ 3-1 ３ 2-1

   
 放 放

 
　・木曜日に校外研修日が多いことから、火曜日と金曜日に実地研修日を設定した。 
　・金曜日にも校外研修がある場合を想定し、非常勤講師が後補充に入れるように設定した。 
　・木曜日の校外研修がないときに、実地研修を行う必要がある場合は、１校時を研修時間
　　として確保する。 
　 
 
 

初任者の実地研修日を週２日とした場合の例
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（別紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和７年度） 

週時程一覧表（例）中学校単独校方式  

 学校名 　　　　立　　　　中学校

Ⅰ　中学校１人配置校
 

　　　①初任者（数学　２年１組担任）     　②指導教員（理科　研修主任） 
   　　 週担当時数　　     １９時間　　    　週担当時数　　      １５時間 
   　　 実地研修（直接）時数 ４時間   　 　　実地研修（直接）時数  ２時間 
                                             実地研修（準備等）時数     ２時間 

   月 火 水 木 金           月 火 水 木 金
                     
 １ 道 数          １ 理 理 
 2-3 1-1 1-2

            
 ２ 数 数 数 ２ 理 理 理  
 2-2 1-1 1-2 1-1 1-3 1-3
   ▽          
 ３ 数 数 数 数 ３ 理 理 
 2-3 2-1 1-1 2-2 2-1 2-1
            
 ４ 数 数 数 数 ４ 理 理 理 
 1-2 1-2 2-1 2-3 2-1 1-1 1-3
   △         
 ５ 数  学 数 ５ 理  理 理 
 1-1 （教） 2-2 1-2 　 1-2 2-1
           
 ６ 総  総 数 ６ 総 総 
 ２ ２ 2-1 ２ ２

   
放

　  ③教科指導員 (数学３年２組担任)　                
  　　週担当時数　　　　　 １６時間 　     ④非常勤講師 
　　　実地研修（直接）時数 　　　２時間          後補充後　　　　　　　６時間 
      実地研修（準備等）時数　　　２時間                              
 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金   

         
 １ 道 数 １
 3-3
         ○  
 ２ 数 数 数 数 ２  数 
 3-1 3-3 3-2 3-2 1-2
   ▽       ○ 

 ３ 数 ３ 数 
 3-2 2-2
          ○ ○ 
 ４ 数 数 数 ４ 数 数 
 3-2 3-3 3-1 2-1 2-3
  △      ○ 

 ５ 数 学 数 ５ 数 
 3-1 3-3 2-2
         ○ 
 ６ 総 数 総 ６ 数 
 ３ 3-1 ３ 2-1

   
 放 放

 
　・木曜日に校外研修日が多いことから、火曜日に実地研修日を設定した。 
　・金曜日にも校外研修がある場合を想定し、非常勤講師が後補充に入れるように設定した。 
　・木曜日の校外研修がないときに、実地研修を行う必要がある場合は、１校時を研修時間
　　として確保する。 
　 
 
 

初任者の実地研修日を週１日とした場合の例
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Ⅲ 作成及び保存書類について 

 

１ 研修実施中 

 

（１）初任者研修実地研修記録簿 

   ※ 記録簿は夏季及び冬季休業中に事務所で点検を行います。 

   ※ 提出締切は後日連絡します。 

 

（２）勤務状況整理簿（初任者研修非常勤講師用）【別紙様式】 

 

 

    ※ 初任者研修に係る書類の保存期間は３年間です。 

 

 

 

２ 非常勤講師に係る提出書類 

 

   ４月中に、非常勤講師に係る勤務状況報告書等の提出について、中南教

  育事務所総務課より文書での依頼があります。これは、毎月提出するもの

  で、非常勤講師の報酬に関わる書類ですので、期限内に提出くださるよう

  お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



備
　
　
　
考

終了時刻（　　　：　　　）

時　間

本日の時数

通算時数 研修担当者 記録者　　時間

直
接
指
導
研
修
後

開始時刻（　　　：　　　）

時間（　　校時　　～　　校時） 

初　任　者　研　修　実　地　研　修　記　録　簿

拠点校方式　拠点校指導教員用

直
接
指
導
研
修
前

直
接
指
導
研
修
内
容

（　　　　　　　時間　）

：　　～　　：

初任者氏名

実施年月日 　　　　年　　月　　日（　）

【Ⅲ-1】



備
　
　
　
考

・資料の添付

実施年月日 令和○○年○○月○○日（○）
時　間

本日の時数

  ９：０５　 ～ 　１５：５０

 （　６　時間　）

＊休憩時間４５分を含む

通算時数

直
接
指
導
研
修
内
容

時間（　３校時　～　５校時）

・学習指導要領の目標と内容について解説。
・年間指導計画の中に評価を位置付けることの必要性について説明。
・年間指導計画の作成にあたっての留意点（１）について説明。
・年間指導計画の作成。

直
接
指
導
研
修
後

終了時刻　（　１５：５０ ） 

・教科書の内容の確認。
・年間指導計画作成にあたっての留意点（２）についての説明資料作成。
・校内指導教員への報告と次回の打合せ。

直
接
指
導
研
修
前

開始時刻（　９：０５　）

初　任　者　研　修　実　地　研　修　記　録　簿（記載例）

（拠点校方式で、拠点校指導教員が配置校で実地研修を行った場合）

初任者氏名

・校内指導教員との打合せ。
 
・年間指導計画作成のため、
　学習指導要領の内容確認とその資料作成。

研修担当者

拠点校指導教員

記録者
拠点校指導教員

　○　○　○　○
英語科担当教員

　○　○　○　○
　○　○　○　○

１８時間

直接指導研修 （３時間×６０分 ＝１８０分）

直接指導研修前（９：０５～１０：３５ ＝ ９０分）

＋ 直接指導研修後（１４：２０～１５：５０ ＝ ９０分）

３６０分＝６時間

これは記入しない。

１日の勤務が６時間になるように

このほか、校長、教頭、校内指導教員等の確

認の欄を設けても構わない

拠点校指導教員の場合は

終了時刻のみを記入

拠点校指導教員の場合は

開始時刻のみを記入

【Ⅲ-2】



備
　
　
　
考

直
接
指
導
研
修
後

時間（　　：　　　～　　：　　　　） 

　　　　　　　時間

直
接
指
導
研
修
前

時間（　　：　　　～　　：　　　　） 

直
接
指
導
研
修
内
容

時間（　　校時　　～　　校時） 

通算時数 　　時間 研修担当者 記録者

初　任　者　研　修　実　地　研　修　記　録　簿

拠点校方式　校内指導教員等用　・　単独校方式　指導教員等用

初任者氏名

実施年月日 　　　　年　　月　　日（　） 本日の時数

【Ⅲ-3】



備
　
　
　
考

記録者
指導教員

　○　○　○　○

初　任　者　研　修　実　地　研　修　記　録　簿（記載例）

（単独校方式で、指導教員等が実地研修を行った場合）

初任者氏名

実施年月日 令和○○年○○月○○日（○） 本日の時数 ３　時間

直
接
指
導
研
修
後

時間（１４：００　～　１４：３０）

 ・学級経営案参考例作成。
 ・学級経営案作成上の留意事項について資料作成。

（拠点校方式で、校内指導教員等が実地研修を行った場合）

指導教員

○　○　○　○

直
接
指
導
研
修
前

時間（　８：３０～　９：００）

・学級経営の意義について
　資料作成

直
接
指
導
研
修
内
容

 時間（　２校時～３校時）

・学級経営の意義について説明。
・学級経営の内容と主な機能について説明。
・学級経営案の必要性について説明。

通算時数 １１ 時間 研修担当者

この場合は３０分間ということ。時程表によってい

る場合は「１校時」等としてよい。その場合は１時

間として計算する。

小学校４５分、中学校５０分を１時間として計算す

る。よって、２時間直接指導したことになる。

ただし、夏季休業中に実地研修を行った場合

は、週時程表によらないため、開始時刻と終

了時刻を記入する。その場合は、小・中学校

とも６０分を１時間として計算する。

ここも、準備・報告等の時間であ

る。

この日は、研修前に３０分、研修

後に３０分、計１時間の準備・報

告等の時間をとったことになる。

時程表によっている場合は「５校

時」等としてよい。

その場合は「本日の時数」は４時

間となる。

このほか、校長、教頭等の確認の欄を設けても構わない
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備
　
　
　
考

直
接
指
導
研
修
後

時間（６校時）

指導教員
　○　○　○　○
教科指導員
　○　○　○　○

○教科指導員
　・次回授業参観研修資料作成

○指導教員
　・学級経営案参考例作成
　・学級経営案作成上の留意事項に
　　ついての資料作成

直
接
指
導
研
修
前

時間（１校時） 

・学級経営の意義についての資料作成

直
接
指
導
研
修
内
容

時間（２校時～３校時）

・学級経営の意義について説明
・学級経営の内容と主な機能について説明
・学級経営案の必要性について説明

通算時数 １５ 時間 研修担当者 記録者
指導教員

　○　○　○　○

実施年月日 令和○○年○○月○○日（○） 本日の時数 ５時間

初　任　者　研　修　実　地　研　修　記　録　簿（記載例）

（単独校方式で、指導教員と教科指導員の準備・報告等の時間を
　同じ時間に取った場合）

初任者氏名

６校時が、指導教員と教科指導員共通の

準備・報告等の時間になっているため、

この場合は５時間をカウントする。

このように、欄を縦に割る等して、指導教員

及び教科指導員それぞれの内容が分かるよう

にする。指導教員と教科指導教員の準備・報

告等の時間を重複して計上していることと、

その大まかな内容が分かればよい。

「準備・報告等」の時間が重なった場合、研修時間には２時間を計上する。

その際、実地研修記録簿の記入の仕方を上記を例に工夫する。

（校内指導教員と教科指導員がともに「準備・報告等」を行っていることが

分かるような表記にする。）
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(別紙様式)

（　　　　年　　月分）№１

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

勤務時間 勤務時間

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

勤務時間 勤務時間

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

勤務時間 勤務時間

勤 務 状 況 整 理 簿(初任者研修非常勤講師用)

　　　　日　(　　) 　　　　日　(　　)

  時間  分   時間  分   時間  分

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

備　　　考　　　　日　(　　)

学　　校　　名　　　　　　　　　学校

　　　　日　(　　) 　　　　日　(　　)

  時間  分   時間  分   時間  分

　　　　日　(　　) 　　　　日　(　　)

  時間  分   時間  分   時間  分

  :  ～  :  

勤務時間

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

　　　　日　(　　)

　　　　日　(　　)

  :  ～  :  

備　　　考

週合計  時間  分

週合計  時間  分

備　　　考

週合計  時間  分

非常勤講師氏名　　　　　　　　　　　

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

勤務時間

  :  ～  :  

  :  ～  :  

勤務時間

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  
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（　　　　年　　月分）№２

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

勤務時間 勤務時間

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

勤務時間 勤務時間

・この整理簿は、実際に勤務した内容について記入する。 月勤務時間

・授業の場合は、左側に学年･学級、右側に教科を記入する。

・教材研究等の場合は、その旨を記入する。

　　　　日　(　　) 　　　　日　(　　)

  時間  分   時間  分   時間  分

　　　　日　(　　) 　　　　日　(　　)

  時間  分   時間  分   時間  分

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

勤務時間

　　　　日　(　　)

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

勤務時間

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

月勤務日数

  :  ～  :  

週合計  時間  分

備　　　考

週合計  時間  分

備　　　考

印 　　日   時間  分

校長印

　　　　日　(　　)
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(別紙様式)

（令和○○年○○月分）№１

  :  ～  :   8:05～ 8:35 指導教員との打合せ 指導教員との打合せ

  :  ～  :   8:35～ 9:25 4-1 図工

  :  ～  :   9:25～10:10 4-1 国語 4-1 図工

  :  ～  :  10:10～11:25 4-1 音楽

  :  ～  :  11:25～12:15 4-1 音楽 授業記録をまとめる

  :  ～  :  13:00～14:00

  :  ～  :  14:00～14:50 ○日の授業準備

  :  ～  :    :  ～  :  

勤務時間 勤務時間

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

勤務時間 勤務時間

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

  :  ～  :    :  ～  :  

勤務時間 勤務時間

担当授業教材研究

 8:05～ 8:35

 8:35～ 9:25担当授業教材研究

勤 務 状 況 整 理 簿(初任者研修非常勤講師用)

　　　　日　(　　) 　　○　　日　(水) 　　　　日　(　　) 備　　　考

学　　校　　名　　○　○　○　　学校

非常勤講師氏名　　○　○　○　○　　

11:25～12:15

  :  ～  :  

 9:25～10:10

10:10～11:25

  :  ～  :  

  時間  分   時間  分 勤務時間   時間  分 週合計  時間  分

  :  ～  :  

　　　　日　(　　) 　　　　日　(　　) 　　　　日　(　　) 備　　　考

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  時間  分   時間  分 勤務時間   時間  分 週合計  時間  分

  :  ～  :  

　　　　日　(　　) 　　　　日　(　　) 　　　　日　(　　) 備　　　考

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

授業記録をまとめる

  時間  分   時間  分 勤務時間   時間  分

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

  :  ～  :  

週合計  時間  分

  :  ～  :  

  :  ～  :  

２時間続きの場合で

も１時間ずつ記載す

る。

業間の休息の時間を10分ずつ取ってい

る場合は、前後の時間に５分ずつ割り

振ってもよい。

時間の区切りに空白が

できないように

５分間の休息を１校時に

含め50分間とした。

中休みを３校時に含め

75分間とした。

昼の45分間の休憩は

記載しない。

様式作成に当たっての留意点

① 行が足りない場合は追加し、

書式を直して１枚に収まるよ

うにする。

② 必要に応じて、教頭や事

務職員等の確認の欄を設けて

も構わない。

③ １週間分が横一列に収ま

るようにし、Ａ４判１～２枚

で１ヶ月分とする。

記載に当たっての留意点

① 校時ではなく、記載例のように時刻で記載

する。

② ５分間の休息や中休み等については、前後

いずれかの校時に含めて記載する。

③ 昼の休憩時間の45分間を除いては、時間の

区切りに空白をつくらない。

④ 業務内容は、１校時毎に記載する。（たと

え同じ教科が続いたとしても、まとめて記入し

ない）
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Ⅳ 実地研修に係る配慮事項について
 

実地研修に係る配慮事項について、具体的な内容が記載されています。 

 

 

１ 研修方式 

 

２ 年間指導計画作成上の配慮事項 

 

３ 校内体制の確立 

 

４ 指導教員の専任 

 

５ 教科指導員の配置 

 

６ 指導教員等の役割 

 

７ 指導上の配慮事項 

 

８ 授業担当時数等校務分掌の軽減 

 

９ 研修日、研修時間及び研修場所 

 

10 初任者研修制度に係る実地研修の不適切な運用例 

 

11 その他 

 

 

 



令和７年度 初任者研修実地研修に係る配慮事項(小・中学校・義務教育学校) 

 

青森県教育委員会 

１  研修方式 

 

  実地研修の方式は、どのようになっているか。

 

　　平成１４年度に初任者研修制度が一部見直され、実地研修は、拠点校方式と単独校方式の２

　方式で実施することになった。 

 

（１）　拠点校方式      

　拠点校方式とは、６人の初任者に対して１人の割合で指導に従事する拠点校指導教員が

配置され、基本的には、同指導教員が初任者研修実施校に出向いて実地研修を行う。また、

初任者研修実施校の中にも１校につき１人の校内指導教員が任命され、拠点校指導教員が

来校しない時に中心となって実地研修を行うものである。 

 

（２）　単独校方式 

  　　　単独校方式とは、初任者研修実施校で単独校指導教員が任命され、同指導教員を中心に

　　　当該学校単独で実地研修を行うものである。 

 

２  年間指導計画作成上の配慮事項 

 

  年間指導計画を作成する場合に、どのようなことに配慮したらよいか。

 

（１）　研修項目が極端に多岐にわたり過ぎたり、枝葉末節に陥ったりしないよう、学校の実態

　　　に応じて、十分精選するとともに、道徳教育や特別支援教育等について積極的に実地研修

　　　に位置付けるようにする。 

 

（２）　研修内容に応じて、校内研究を実地研修に位置付ける。 

 

（３）  校外研修との有機的な関連を図る。 

 

（４）  特定の時期に研修が集中することを避ける。 

 

（５）  ４・５月頃の授業研修については、初任者が指導教員、教科指導員、先輩教員の授業を

　　　参観する授業参観研修を多く取り入れるようにする。 

 

（６）　６月以降の授業研修については、適宜、初任者が授業を行い、指導教員らがこれに指導

　　　及び助言を行う授業研究研修を取り入れていくようにする。 

 

（７）  各学期に、重点的に取り上げる研修項目を設定し、具体的内容となるようにする。 

 

（８）　長期休業中に実施できる、もしくは実施した方が有効な内容の実地研修については、学

　　　校の実情に合わせて、長期休業中に初任者の負担にならないよう実施する等の配慮をする。 

　　　（ただし、授業参観研修及び授業研究研修を伴う実地研修は除くものとする。） 

【Ⅳ-1】



３　校内体制の確立 

 

　協働的な体制の下で研修を進めるには、どのような配慮が必要か。

 

（１）  校長は、指導教員（単に「指導教員」と表記したときは、拠点校指導教員、校内指導教

　　　員及び単独校指導教員を含むものとする。以下同じ。）及び教科指導員を援助するため、

　　　学校全体で取り組めるように初任者研修を校務分掌組織の中に位置付ける。 

 

（２）  校長は、指導教員及び教科指導員が年間を通して、責任をもって初任者の指導に当たる

　　　ことができるように校内体制を整える。 

 

（３）  校長は、校内の人間関係に配慮し、初任者研修が円滑に行われるよう、協力的な雰囲気

　　　が学校全体に醸成されるようにする。 

 

（４）  校長は、学校の実情に応じて、指導教員、教科指導員及び初任者の授業担当時数等校務

　　　分掌の軽減を図る。 

 

（５）  校長は、初任者が校外研修を受ける間、その授業が指導教員等によって適切に後補充さ

　　　れ、児童生徒への影響が出ないよう十分配慮する。 

 

（６）  校長は、研修の実施に当たって、保護者や地域社会の理解と協力が得られるよう、説明

　　　を行うなどの配慮をする。 

 

４　指導教員の選任 

 

　教頭を指導教員に選任する場合の「特別の事由」とは何か。

 

　　小規模校で教務主任等がすべて学級担任である場合。 

 

５　教科指導員の配置 

 

  教科指導員は、どのような場合に置くか。

 

（１）　単独校方式をとる中学校で、単独校指導教員と初任者の免許教科が異なる場合に置く。

なお、拠点校方式をとる学校には、教科指導員は置かない。 

 

（２）　単独校方式をとる中学校で、初任者研修に係る非常勤講師が、経験豊かな退職教員等で、

初任者に対して教科に関する指導助言が十分にできると判断した場合、所管の教育委員会

が非常勤講師に教科指導員を命ずることができる。 

 

（３）　単独校方式をとる中学校で、校内に初任者と同じ教科の免許を所持する教員がいない場

合、臨時免許でその教科の指導経験があるなど、初任者に対して教科に関する指導助言が

十分にできると判断した場合、所管の教育委員会が免許を所持しない教員に教科指導員を

命ずることができる。 
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６  指導教員等の役割 

 

（１）  指導教員の役割 

 

　指導教員が果たすべき役割として、どのようなものがあるか。

 

  ア  指導教員は、校長及び教頭の指導の下に、年間指導計画に従い、初任者に対して指導及び

　　助言を行うとともに、初任者の教育活動等に関する種々の相談に応じるようにする。 

 

  イ  指導教員は、年間を通して系統的、組織的な研修が行われるよう、校長、教頭及び指導教

　　員以外の教員による初任者に対する指導及び助言の状況を把握するようにする。 

  

  ウ  指導教員が行う指導は、授業研究指導、示範指導、作業指導、口頭指導等のいずれか、又

　　はこれらの組合せによって行う。 

 

　エ　初任者を直接指導する総時間のうち、５０％以上は指導教員が行う。 

　　　なお、「指導教員」とは、拠点校指導教員、校内指導教員及び単独校指導教員を含むもの

であり、指導教員全体として５０％以上の直接指導を行うものとする。 

 

  オ　拠点校指導教員は、校内指導教員と連携して実地研修を中心的に推進していくが、役割に

　　ついては、初任者の実態、校内事情等を考慮して、校内指導教員と協議して分担する。　　

　　　具体的な役割として、次のことが挙げられる。 

　　①　初任者１人に対し２週に１～２日程度、初任者研修実施校等で１日６時間、年間１５０

時間程度の研修を行う。 

      　１日６時間のうち、３時間は、初任者に対して直接指導を行う。その際、必要に応じて

示範授業を行う。 

　　②　直接指導以外の時間は、初任者研修に関する準備、指導記録（「初任者研修実地研修記

　　　録簿」等）の整理、指導教員以外の教員による指導及び助言の状況の把握等に充てる。 

    ③　６名の初任者研修実施校間の研修（拠点校指導教員の指導日、年間指導計画等）に関わ

る調整を行う。 

  　④　初任者の年間指導計画書の作成に参画し、助言をする。     

    ⑤  初任者研修実施校への訪問がない日は、実地研修のための教材研究、資料作成等を行っ

　　　たり、初任者や校内指導教員からの電話相談等に応じたりする。 

 

  カ　校内指導教員の具体的な役割として、次のことが挙げられる。 

　　①　校内の他の教員と連携し、年間３０時間以上の研修を行う。年間３０時間のうち、１５

時間以上は、初任者に対して直接指導を行う。 

　　②　拠点校指導教員に校内での実地研修の状況を報告したり、拠点校指導教員から情報を得

　　　たりするなどして、実地研修の調整をする。 

    ③　校長の指導の下、年間指導計画書や報告書を作成する。 

    ④　校外研修で初任者が不在となる時に、初任者が担当する学級経営や授業が円滑に行われ

　　　るよう、初任者や後補充を行う非常勤講師との連絡・調整を行う。 

    ⑤　初任者研修に全教職員が参画しているという意識を高めるために、全教職員に初任者の

　　　指導の状況を周知するように努める。 

    ⑥　初任者研修実地研修記録簿等の作成、整理、保管等をする。 

 

　キ　単独校指導教員の具体的な役割として、次のことが挙げられる。 

　　①　校内の他の教員と連携し、校外研修以外の日に週８時間程度、年間１８０時間以上２４０

時間以内の時間の研修を行う。 
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　　　　週８時間のうち、４時間程度は、初任者に対して直接指導を行う。その際、必要に応じ

て教科指導員と連携して示範授業を行う。 

    ②　校長の指導の下、年間指導計画書や報告書を作成する。 

    ③　校外研修で初任者が不在となる時に、初任者が担当する学級経営や授業が円滑に行われ

　　　るよう、初任者や後補充を行う非常勤講師との連絡・調整を行う。 

    ④　初任者研修に全教職員が参画しているという意識を高めるために、全教職員に初任者の

　　　指導の状況を周知するように努める。 

    ⑤　初任者研修実地研修記録簿等の作成、整理、保管等をする。 

 

  ク  単独校指導教員及び校内指導教員は、非常勤講師の後補充等が円滑かつ効果的に行われる

　　ように、初任者等との調整役となるなどの配慮をする。   

 

  ケ  指導教員の役割としては、以上のほか、初任者の指導及び助言に必要なすべての業務を含

　　むものとする。 

 

（２）  指導教員及び教科指導員以外の教員の役割 

 

 

   指導教員及び教科指導員以外の教員の役割として、どのようなものがあるか。

 

  ア  先輩教員として、授業を公開する。 

 

  イ  初任者の授業を参観し、授業後の研修で意見を述べる。 

 

  ウ  研修に必要な情報や資料等を提供する。 

 

  エ  初任者の校務分掌について助言及び援助する。 

 

 

７  指導上の配慮事項 

 

（１）  初任者の研修意欲の尊重 

 

　研修の実施に当たって、初任者の意欲や自主性、創造性を引き出すためには、どのような

ことに配慮すればよいか。

 

　　初任者の意欲や自主性、創造性を引き出すためには、指導教員や教科指導員による一方的な

　指示的・教授的指導ではなく、初任者の主体的な取組を尊重し、初任者からの相談を積極的に

　受け止めるなど、初任者を側面から援助するとともに、自力では解決しにくい困難な問題等に

　直面したときに、解決の糸口を見つけ出すよう指導、助言及び援助をする。 

 

  ア  カウンセリング・マインドで接する。 

　　①  初任者が困っていること、分からないでいることなどをよく聞くことに心掛ける。 

　　②  初任者が指導上犯す小さなミスには寛大に対処し、小さな達成でも賞揚するよう心掛け

る。 

    ③  ユ－モアとゆとりのある指導を心掛ける。 

　　　　時には、自分の失敗談を交え、ユ－モアを織りまぜ、受容的態度で進行させることで、

　　　初任者のやる気を喚起する。                   
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　　④  初任者に対して速効性を期待して指導するのではなく、じっくり見守る気持ちで指導、

      助言及び援助する。 

 

  イ  様々な形態の研修を心掛ける。 

　　　指導教員及び教科指導員等によるマンツ－マン指導のほか、校長、教頭、先輩教員等少人

　　数による勉強会等を工夫するなど、くつろいだ雰囲気で研修することも効果的である。 

 

  ウ  記録やメモに基づいて指導及び助言するように心掛ける。 

　　　指導及び助言に当たっては、記録やメモに基づいて指導及び助言する方が、より客観的に

　　なり、初任者も納得しやすくなる。 

 

  エ  児童生徒からも学ぶという姿勢を大切にするよう、初任者に気付かせる。 

 

  オ  学校運営の一翼を担っていることの自覚を促す。 

　　　授業に主力を注がせるようにすることはもとより大切であるが、それと同時に、他の教育

　　活動及び校務分掌等も学校教育を進める上で重要な任務であることを理解させる。 

 

（２）  授業研究研修 

 

  授業研究研修を行う場合、どのようなことに配慮すればよいか。

 

  ア  事前指導における配慮事項 

　　①  一般に、初任者は自分の意図した指導のねらいや学習内容を、すべて教え込もうとする

　　  傾向が強いので、指導案作成の段階で、指導内容を精選させる。 

　　②  普段の授業研究研修の場合、初任者に毎回指導案を書かせて指導するのではなく、特に

指導したい事項を、簡単に書かせる程度に留める。（特に、校務が忙しくなる学期末等に

ついて配慮する。） 

 

  イ  事後指導における配慮事項 

　　①  まず、初任者が困難に感じていることや問題点を出させ、それについて共感的に話合い

　　　をするよう心掛ける。 

    ②  一人一人の児童生徒が生かされていたかどうかなどについて話合いをする。 

　　③  一度に多くの内容を取り扱うのではなく、できるだけ授業の本質に関わるものに焦点を

　　　絞って話合いをする。 

 

（３）  初任者の実態を考慮した年間指導計画の運用  

　　　  初任者の悩みや問題点は、学校が直面している課題と関連している場合が多いので、実

　　　地研修の中でも、適宜取り上げるようにする。 
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８　授業担当時数等校務分掌の軽減 

 

　指導教員、教科指導員及び初任者の授業担当時数等校務分掌について、配慮すべきことは

何か。

 

  ア  指導教員、教科指導員及び初任者の負担を軽減するために、非常勤講師の加配措置がとら

　　れていることを十分考慮する。 

　　①　実地研修は週時程内に位置付けて行い、原則として直接指導は放課後等には行わない。 

　　②  非常勤講師等に授業を分担させることにより、指導教員、教科指導員及び初任者のもつ

　　  授業時数を削減し、週時程の中で初任者研修が円滑に行われるようにする。 

 

  イ  原則として、学級担任を指導教員に充てない。 

 

  ウ  拠点校指導教員の在籍校においては、拠点校指導教員を実地研修に専念させるため、同指

　　導教員に、主任や学級担任、授業及び部活動の顧問等を担当させないものとする。 

 

　エ　授業担当時数等校務分掌の軽減について 

　  ①　単独校指導教員、校内指導教員及び初任者の負担を考え、授業担当時数の軽減を図る。 

　  ②　初任者の負担を考え、校務分掌の軽減を図る。 

 

 

９　研修日、研修時間及び研修場所 

 

（１）  週時程内の研修に要する時間確保の必要性 

 

　実地研修の時間を週時程の中に確保する理由は何か。

 

  ア  年間を通して計画的・系統的に研修を行うためである。 

 

  イ  研修に専念できる時間を生み出すためである。 

 

  ウ  初任者が児童生徒と接する時間を放課後に確保できるようにするためである。 

 

（２）  週時程内の研修に要する時間のとり方 

 

　週時程内の研修に要する時間（週６～８時間程度）は、どのようにとればよいか。

 

　ア　初任者を直接指導する時間を、週４時間程度とる。 

 

  イ　初任者を直接指導する時間のうち、以下のような研修ができる時間を適時性に配慮しなが

らとる。 

　　　・　初任者が指導教員、教科指導員又は先輩教員等の授業を参観する。 

    　・　指導教員及び教科指導員が初任者の授業を参観する。
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（３）  後補充の仕方 

 

　校外研修日の後補充をどのようにすればよいか。

 

　ア　校外研修日の後補充については、指導の継続性が十分保たれるよう工夫する必要がある。 

 

　イ　拠点校方式をとる学校では、非常勤講師は、校外研修日のみに後補充を行う。 

 

　ウ　単独校方式をとる学校では、後補充の必要が生じた場合、初任者の授業を単独校指導教員

    又は教科指導員が行うことが望ましい。 

　　　できない場合は、特定の教員（専科教員、その他の教員等）又は非常勤講師が後補充する

　　ようにする。 

 

（４）  週時程内の研修に要する時間の確保例 

 

　週時程内の研修に要する時間の確保についての事例を、具体的に示してほしい。

 

  ア  具体的な確保例については、別紙（「週時程一覧表の作成に当たって」）を参照する。 

 

　イ　研修に要する時間を週時程内に計画する際の上限は８時間とする。その場合は、初任者を

直接指導する時間を４時間程度とる。なお、週８時間で計画した場合であっても、校外研修

との関連や研修内容の適時性等に十分配慮して年間指導計画書を作成し、実地研修が極端に

早い時期に修了することのないようにする。 

 

  ウ  授業参観研修、授業研究研修については、必要に応じて授業交換を行い、様々な教科等で

行えるようにする。 

　　　また、授業参観研修も指導教員の授業ばかりでなく、他の教員の授業を参観できるように

する。 

 

  エ  単独校方式により初任者研修を実施している学校においては、実地研修を年間１８０～２

４０時間確保するために、週時程内に設定した曜日以外に実地研修を行う必要がある場合に

は、校外研修のための後補充体制が設定されている木曜日に実施することが望ましい。 

　　　その際には、週時程内に初任者と指導教員の共通の空き時間がとれるようにしておく。 

 

（５）　拠点校方式による研修場所 

 

　実地研修でその一部をオンライン等で行う際、内容・研修場所はどのようにすればよいか。

 

　ア　オンラインで行う場合は、小グループによる研修・協議を行うこととする。 

 

　イ　オンラインによる研修は、初任者在籍校及び拠点校指導教員在籍校で行う。 

　 

　ウ　小グループ研修・協議を参集で行う必要がある場合は、拠点校指導教員在籍校等で行うこ

とを基本とする。 

　　　ただし、初任者及び初任者研修実施校の負担に十分配慮すること。
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10　初任者研修制度に係る実地研修の不適切な運用例 

 

  初任者研修制度に係る実地研修の不適切な運用例として、どのようなことが想定されるか。

 

（１）  予算執行上問題がある例 

 

　　ア  実地研修記録簿、非常勤講師勤務状況整理簿、非常勤講師出勤簿、勤務実績報告書等の

　　  日時が一致しない場合 

 

    イ  長期休業中に非常勤講師が授業の後補充をしている場合 

　　　　長期休業中の出校日に非常勤講師が授業の後補充を行い、その間に実地研修を行うこと

は想定していない。 

                                                              

　　ウ  拠点校方式をとる学校で、初任者研修に関わらない日に非常勤講師が出勤している場合 

 

　　エ  非常勤講師の１日の勤務内容が、終日、教材研究と実地研修の打合せのみである場合 

　　　　ただし、単独校方式をとる学校では、４月当初、実地研修の関係者が年間の計画の打合

せと研修の在り方について協議を行う場合の１日は可とする。この場合、実地研修日とし

てカウントすること。拠点校方式の学校において打合せ・引継ぎを行う場合は、勤務可能

な時間として認められている９８時間の中で行うものとする。 

 

　　オ  初任者研修のための非常勤講師であることの趣旨を逸脱している場合 

　　　　例えば学校行事や儀式的行事への安易な参加、試験監督、修学旅行引率、専科教員の後

補充、全教員の持ち時間調整等である。 

　　　　実地研修日における非常勤講師の業務は、初任者に対する指導、原則として授業の後補

充等であり、給食や掃除、短学活の指導、定期考査の試験監督、運動会予行の指導等他の

教諭等で対応できることについては、校内で調整の上対応するものとする。 

　　　　ただし、校外研修日においては、通常、初任者が業務として行っている給食や掃除、短

学活の指導等は非常勤講師が行う後補充として認められる。 

 

　　カ  初任者やその他の教員の年次休暇等に伴う後補充のために非常勤講師が出勤している場合 

　　　　非常勤講師の勤務日に初任者が急に年休等を取った際の措置として、その時点で非常勤

講師が既に出勤途中であった場合は、そのまま勤務とし、予定されていた業務を行うこと

が可能である。ただし、あくまでも予定されていた業務であり、勤務時間の延長はできな

い。 

 

　　キ  非常勤講師の活用に初任者・指導教員・教科指導員の負担軽減の配慮がない場合 

　　　　拠点校方式をとる学校で、予定されている勤務日に非常勤講師が休んだ場合、非常勤講

師の勤務日数を確保するために、他の日（校外研修日以外の日）に代替することは認めら

れない。拠点校方式をとる学校では、非常勤講師の勤務は校外研修日及びそれに係る打合

せ・引継ぎを行う日に限られる。 

　　　　また、単独校において非常勤講師と初任者によるＴＴを組み入れる等、その措置が、目

的から考えて初任者の負担軽減に当たらないものは認められない。 
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（２）  実地研修の運用に問題がある例 

 

　　ア  初任者が校外研修に出張する際、授業を後補充する教員がおらず、児童生徒が毎回自習

　　  している場合 

 

　　イ  学校の実態を把握することなく、県や市町村教育委員会から示された研修計画を引き写

　　　して、計画を組んだり、報告書を作成したりしている場合 

 

    ウ  指導教員が初任者に自らの事務・雑務を肩代わりさせている場合 

 

　　エ  全く指導経験のない初任者が、特別支援学級を担任し、しかも校内に指導する教員がい

　　　ない場合 

 

 

11　その他 

 

（１）  実地研修の研修内容等を記録しておく。（別紙様式参照） 

　　　　実地研修記録簿には、実地研修で使用した資料等を添付してファイル化し、今後の実地

研修の充実・改善のための資料とする。そのため、記入者は、指導教員又は指導を行った

者とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

（２）  非常勤講師の勤務内容を記録しておく。（別紙様式参照） 

　　　　非常勤講師の勤務実績の根拠となるものであることから、初任者研修にどのように関わ

ったのかを、タイムスケジュールに沿って、明示する。　　　　　 

 

（３）（１）及び（２）に示した書類も含め、学校は、初任者が配属された年度の以下の書類に

 ついて、保存しておく。

 〔学校保管　３年間〕

 　①初任者研修年間指導計画書

 　②初任者研修年間指導報告書

 　③初任者、指導教員、教科指導員、非常勤講師の週時程一覧表

 　④実地研修記録簿

 　⑤教員別授業配当表（時間割表）及び職員一覧・校務分掌表

 　⑥年間行事予定表

 　⑦非常勤講師年間勤務予定表（様式なし）

　⑧勤務状況整理簿（初任者研修非常勤講師用） 

　⑨非常勤講師勤務実績報告書（事務所に提出したものの写し） 

 〔学校保管　５年間〕

 　⑩学校日誌（同一場所である必要はなく、すぐに参照できるよう保管する）

　⑪初任者、指導教員又は校内指導教員、教科指導員、非常勤講師の出勤簿 

　⑫拠点校指導教員の出勤簿（所属校） 

   　　　　

（４）  『令和７年度　指導資料・実践ハンドブック　初任者研修の手引（小・中学校編）』

（県教育委員会発行）を十分に活用する。
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Ⅴ 中南教育事務所から
 

 

１ 令和７年度初任者研修（校外研修）の概要一覧 

 

 

２ 初任者研修（事務所主管の研修）についての欠席届等について 

 

 

３ 指導教員の命課について【別紙様式５、別紙様式６－１、６－２】 

 

 

４ 令和７年度初任者研修受講者に係る資料 

 

 

５ 初任者研修実施校、配置教育委員会の作成書類等について 

 

 

６ 初任者研修に係る非常勤講師について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

令和７年度初任者研修（校外研修）の概要一覧 

 № 事 業 名 期  日 会  場 内      容 

中 

南 

教 

育 

事 

務 

所 

研 

修 

１ 赴任時研修 4 月 1 日(火) 
弘前市立 

中央公民館岩木館 

・本県学校教育の課題 

・教師としての心構え 

・服務と福利厚生 

２ 示範授業研修 

7 月 1 日(火) 
田舎館村立 

田舎館小学校 
・示範授業参観 

・授業の在り方 

・授業実践上の諸問題 6 月 17 日(火) 
平川市立 

平賀東中学校 

３ 
一般授業研修Ⅰ

・校外活動研修 
 8 月 1 日(金) 

岩木青少年スポー

ツセンター
 

・指導案作成のポイント 

・学習指導案作成（演習） 

・校外活動の意義 

４ 特別活動研修 

11月 19日(水) 
弘前市立 

朝陽小学校 
・特別活動の在り方 

・特別活動の進め方 

・授業参観 11 月 26 日(水) 
弘前市立 

相馬中学校 

５ 一般授業研修Ⅱ 1 月 29 日(木) 青森県武道館 

・実践記録発表 

・授業分析 

・授業実践結果と今後の課題 

６ まとめ研修 2 月 19 日(木) 

弘前市立 

中央公民館相馬館

長慶閣 

・研修を終えようとしている初任者 

に望むこと（講話） 

・一年間の成果と課題の発表 

事 

務 

所 

以 

外 

の 

研 

修 

【小学校】 

  

 １ 学級経営基礎講座Ⅰ ( 5 月 8 日～9 日) 

 ２ 学習指導基礎講座Ⅰ ( 6 月 5 日) 

 ３ 学級経営基礎講座Ⅱ ( 9 月 4 日) 

 ４ 学習指導基礎講座Ⅱ (10 月 30 日) 

 ５ 学級経営基礎講座Ⅲ (12 月 4 日) 

【中学校】 

 

 １ 学級経営基礎講座Ⅰ  ( 5 月 15 日) 

 ２ 教科等教育基礎講座Ⅰ ( 5 月 29 日～30 日) 

 ３ 学級経営基礎講座Ⅱ  ( 8 月 28 日) 

 ４ 教科等教育基礎講座Ⅱ (10 月 9 日) 

 ５ 教科等教育基礎講座Ⅲ (11 月 20 日) 

備 

     

 

考 

◆初任者研修校長等連絡協議会 

 第１回  4 月 18 日(金)青森県武道館 

 第２回  8 月 28 日(木)青森県武道館 

 第３回  1 月 19 日(月)青森県武道館 

◆初任者研修拠点校指導教員研修会 

 第１回 4 月 18 日(金)青森県武道館 

 第２回 8 月 28 日(木)青森県武道館 

 第３回 1 月 19 日(月)青森県武道館 

◆初任者研修拠点校指導教員等連絡協議会 

6 月 23 日(月)青森県総合学校教育センター  

◆初任者研修次年度実施校事前説明会 

      3 月 27 日(金)青森県武道館 

◆初任者研修拠点校指導教員連絡会議 

 第１回  4 月 1 日(火)弘前市立中央公民館岩木館 

 第２回 5 月 8 日(木)弘前合同庁舎 

 第３回 10 月 9 日(木)弘前合同庁舎 
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初任者研修（事務所主管の研修）欠席届等について 

 

１ 欠席の場合 

（１）特別な事由により欠席する場合には、所属長に相談し、所属長が中南教育事務所へ連

絡してください。欠席の場合には、「欠席届」が必要となります。下の様式の「欠席届」

に必要事項を記入の上、提出してください。 

  ※ 「辞退届」ではありませんので御注意ください。 

（２）急な場合には、中南教育事務所へ電話連絡をしてください。その後、速やかに「欠席

届」を提出してください。 

（３）「欠席届」は、関係市町村教育委員会と中南教育事務所へ１部ずつ提出してください。 

 

２ やむを得ず遅刻となる場合 

速やかに中南教育事務所へ電話連絡をしてください。特に冬期間は、渋滞等により普

段より時間がかかることが予想されます。時間に余裕をもって研修に臨んでください。 

 

３ 氏名、住所等の変更について 

改姓や住所変更等があった場合、速やかに中南教育事務所へ連絡してください。出席

簿の氏名変更や旅費の積算時に必要となります。 

 

［様式］例 

初任者研修欠席届 

 

                          令和   年   月   日 

 

 中南教育事務所長 殿 

 

 

                     所属長職氏名              

                                 （公印省略） 

 

 下記の者は、初任者研修を欠席することになりましたのでお届けします。  

 

記 

 

所属校名 

 

                                

 

職・氏名
ふりがな

  

研 修 名  

 

欠席理由 

 

 

 

教諭 
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指導教員の命課について 

 

１ 対 象 

 

（１）単独校方式 

  ① 単独校指導教員 

  ② 教科指導員（単独校指導教員の免許教科が初任者のものと異なる場合） 

 

（２）拠点校方式 

  ① 拠点校指導教員 

  ② 校内指導教員 

 

２ 方 法 

 

（１）所属長から市町村教育委員会への指導教員の推薦 

   →別紙様式５により、４月１日（火）付けで推薦するものとする。 

   拠点校指導教員の推薦は、所属校校長が行う。 

 

（２）市町村教育委員会による指導教員の命課等 

    →別紙様式６－１・２により、４月８日（火）までに命課を行うものとする。 

 

（３）市町村教育委員会から県教育委員会への指導教員の報告 

   →４月１１日（金）までに所管の教育事務所へ報告するものとする。 
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（別紙様式５） 

○○○発第  号  

令和７年４月１日  

   市・町・村教育委員会教育長 殿 

                             立    学校 

                              校長   

                                 （公印省略） 

 

初任者研修に係る○○○指導教員（及び教科指導員）の推薦について 

 

 令和７年度の本校における標記教員（及び指導員）として、下記の者を推薦します。 

 

１ 指導教員 

職名（注１） 氏名 年齢 推薦理由（注２） 
特記事項 

（注３） 

     

 

２ 教科指導員                  

職名（注１） 氏名 年齢 推薦理由（注２） 
特記事項 

（注３） 

     

                                  ※教科指導員の推薦がない場合は項目を削除する。 

 

 記入上の留意点 

    ・注１…教頭、教諭、非常勤講師（教科指導員の場合）の別を記入すること。 

    ・注２…次のように簡潔に理由を記入すること。 

            「教育に対する高い識見と熱意をもち、教師としての経験も豊富で、指導教       

員（教科指導員）として適任である。」 

  ・注３…校内での役職等あれば記入すること。（教務主任、学年主任等） 

    ・年齢は令和７年４月１日現在とする。 
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（別紙様式６－１）【所属長あて】                                                 

 

 ○○○○○第   号  

令和７年  月  日  

        学校 

  校長        殿 

 

                        市・町・村 教育委員会 

                              教育長                

                           （公印省略） 

 

初任者研修に係る○○○指導教員（教科指導員）について 

 

 

 貴校所属（ 職・氏名 ）に対し、令和７年度貴校において行われる初任者研修の 

○○○指導教員（教科指導員）を、別紙のとおり命じましたのでお知らせします。 

 

（別紙様式６－２）【指導教員（教科指導員）あて】 

 

○○○○○第   号  

令和７年  月  日  

      学校 

 （ 職・氏名 ）   殿 

 

                        市・町・村 教育委員会 

                              教育長                

                           （公印省略） 

 

初任者研修に係る○○○指導教員（教科指導員）について 

 

 

 あなたに、令和７年度○○立○○学校において行われる初任者研修の○○○指導教員（教科指導

員）を命じます。 
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令和７年度 初任者研修受講者に係る資料 

 

以下のＵＲＬか二次元コードより、初任者研修受講者についての質問に４月４日（金）

まで回答してください。 

 

ＵＲＬ：https://forms.gle/7Ym3u4UTmnsXxPmL8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 質問事項 

 １ 学校名 

 ２ 初任者氏名 

 ３ 生年月日 

 ４ 担当教科及び学年（中学校のみ） 

 ５ 担任する学級（学級担任でない場合は所属学年） 
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初任者研修実施校、配置教育委員会の作成書類等について 

 

１ 初任者研修実施校 

                         ※【 】は、この資料のページ数 

（１）年度末、年度始めに作成するもの 提出先等 提出期限 提出部数 
 

 

 

 

 

指導教員の推薦について 

【Ⅴ-４】 
市町村教育委員会 ４月 １日（火）  

初任者研修受講者に係る資料 

【Ⅴ-６】 
中南教育事務所 

(Google Formsで) 
４月 ４日（金）   

週時程一覧表 ※ 案で構わない 

【Ⅱ１７～の確保例参照】 
第１回初任者研修校

長等連絡協議会 
４月１８日（金）

 
 ８部 

初任者研修年間指導計画書 

【Ⅱ-４～９】 
市町村教育委員会 ５月 ８日（木）  ３部 

週時程一覧表 ※ 確定版を提出 

【Ⅱ-１７～の確保例参照】 
市町村教育委員会 ５月 ８日（木）  ３部 

 

（２）年間を通して作成するもの 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

実地研修記録簿 

【Ⅲ-１～】 
・実地研修が行われるごとに記入 

・使用した資料を添付してファイル化し、３年間学校保存 

勤務状況整理簿（初任者研修

非常勤講師用）【Ⅲ-６】 
・ファイル化し、３年間学校保存 

※初任者研修に係る非常勤講

師の勤務状況報告書 
・ファイル化し、３年間学校保存 

・学校事務と連携・確認 

・書類の提出先は中南教育事務所総務課 

 

（３）２月に作成するもの 提出先 提出期限 提出部数 

 初任者研修年間指導報告書 

【Ⅱ-１０～】 
市町村教育委員会 ２月１２日（木）  ３部 

 

２ 初任者配置市町村教育委員会 

 

（１）年度末、年度始めに作成するもの 提出先等 提出期限等 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村教育委員会作成の「年間研

修計画書」【Ⅱ-３】 

※県教育委員会作成の年間研修計 

画【Ⅰ-８～１５】を参照 

初任者研修実施校に

提示 
４月 １日（火）  

指導教員の命課 

【Ⅴ-５】 
初任者研修実施校 ４月 ８日（火）  

指導教員の報告 中南教育事務所 ４月１１日（金）  

市町村教育委員会作成の「年間研

修計画書」と学校から提出された

「初任者研修年間指導計画書」及

び「週時程一覧表」 

中南教育事務所 ５月１５日（木）  ２部 

 

（２）年度末に作成するもの 提出先 提出期限 提出部数 

 学校から提出された「初任者研修

年間指導報告書」 
中南教育事務所 ２月１９日（木）  ２部 
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初任者研修に係る非常勤講師について 

                                                             

１ 勤務日及び勤務時間 

（１）勤務日（初任者研修実施日）は、所属する学校の校長が定める。 

（２）１日の勤務時間は７時間４５分以内で、所属する学校の常勤職員の勤務時間を超えないものと

する。 

（３）１週間の勤務時間は、２９時間以内とする。 

（４）初任者が休暇を取得した場合や初任者研修の目的以外で出張した場合等は、その日を初任者研

修実施日として見なさないため、原則として勤務できない。 

 

２ 職務 

   指導教員、教科指導員及び初任者の負担を軽減するため、初任者研修の研修時間に係る授業及

びそのための準備等に当たる。 

 

３ 非常勤講師の体系 

（１）拠点校方式…………年間９８時間の勤務が可能である。 

   【内訳】校外研修…年間７０時間（７時間×１０日） 

   ※ 校外研修日の前日や別日に打合せ・引継ぎを行う場合は、勤務可能な時間として認められ

ている９８時間の中で行う。 

（２）単独校方式…………年間２９８時間の勤務が可能である。  

   【内訳】校内研修…年間２００時間（週８時間程度×２５週） 

   【内訳】校外研修…年間７０時間（７時間×１０日） 

   ※ 校外研修日の前日や別日に打合せ・引継ぎを行う場合は、勤務可能な時間として認められ

ている２９８時間の中で行う。 

 

４ 「勤務状況整理簿（初任者研修非常勤講師用）」について 担当：教育課 初任者研修担当指導主事 

（１）初任者研修担当者は、月ごとに「勤務状況整理簿（初任者研修非常勤講師用）」を作成する。 

（２）毎月の勤務最終日に勤務日数及び勤務時間数を合算し、学校長の私印を押印して学校で保管す

る。 

（３）記載内容等の問い合わせについては、教育課で対応する。 

 ※ 記載に当たっての留意点を参考にすること。 

 

５ 「初任者研修に係る非常勤講師の勤務状況報告書」について 担当：総務課 非常勤講師担当 

（１）学校事務担当者は、上記４の内容を基に「初任者研修に係る非常勤講師の勤務状況報告書」を

作成し、期日までに市町村教育委員会及び中南教育事務所総務課へ提出する。 

毎月１０日（土・日・休日の場合はその前日）に、非常勤講師へ報酬が支給される。 

（２）「初任者研修に係る非常勤講師の勤務状況報告書」及び非常勤講師の任用に係る必要書類の作

成・提出については、中南教育事務所総務課より別途通知する。 

必要書類に係る問い合わせについては、総務課で対応する。 

  ※ 校内各担当者が連携して、相互の書類において内容に相違がないか確認の上、事務処理を進

めること。 
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Ⅵ 青森県総合学校教育センターから
 

 

１ 令和７年度初任者研修（小学校）受講案内 

 

 

２ 令和７年度初任者研修（中学校）受講案内 

 

 

３ 受講者旅行報告書作成及び提出事務の流れ 

 

 

４ 受講者旅行報告書提出期限一覧 

 

 

５ 受講者の旅費の取扱に関する基準 

 

 

６ 旅行報告書 

 

 

７ 宿泊のしおり 

 

 

８ 欠席手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度初任者研修（小学校）
県総合学校教育センター研修

受講案内

 
 
 
１　目　的 

　　初任者研修は、教育公務員特例法第２３条の規定に基づき、初任者に対して、現職研修の一環と

　して、１年間の研修を実施し、実践的指導力と使命感を養うとともに、幅広い知見を得させること

　を目的とする。 

 

２　会　場 

　　青森県総合学校教育センター 

 

３　講座名及び開催日時 

  

　  講　座　名　　［講座番号］ 開　催　日　時   

      

      初任者研修（小学校） 　令和７年　５月　８日（木） 10:00～16:00   

    　学級経営基礎講座Ⅰ　　　  ［Ａ０１］ 　　　　　　５月　９日（金）  9:00～15:00   

      

     　初任者研修（小学校） 　令和７年　６月　５日（木）  9:30～16:00   

　学習指導基礎講座Ⅰ　　　  ［Ａ０４］   

      

    　初任者研修（小学校） 　令和７年  ９月　４日（木） 10:00～16:00   

    　学級経営基礎講座Ⅱ　　　　［Ａ０２］   

      

　初任者研修（小学校） 　令和７年１０月３０日（木）  9:30～16:00   

　学習指導基礎講座Ⅱ　　　　［Ａ０５］                    

  

　初任者研修（小学校） 　令和７年１２月　４日（木） 10:00～16:00 

　学級経営基礎講座Ⅲ　　　　［Ａ０３］

  ※  受付は、講座開始３０分前より行います。時間に余裕をもってお越しください。 
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４　各講座の内容 
 

研　修　内　容

信頼関係を築き上げる学級経営への取組（講義・演習） 
  

 教師のメンタルヘルスについて（講義） 
  

 これまでとこれからの学級経営（協議） 
  

 ユニバーサルデザインを取り入れた学級経営（講義・演習） 
  

 　カウンセリングの視点で取り組む学級経営（講義・演習） 
 　 
 [A01] 　社会人としてのビジネスマナー（講義・演習）

授業づくりの基礎・基本（講義） 
  

 「主体的な学び」の授業を目指して（講義・演習・協議） 
  
  

 
 
 
 
 
 [A04]

小学校における生徒指導とは（講義・演習） 
  

 教育相談の進め方（講義・演習） 
 　 

危機管理を通じた学級経営の見直し（演習・協議） 
  

    
 
 
 
 [A02]

児童が協力し、実践する学級活動の展開（講義・演習） 
  

 情報モラルの指導について（講義・演習） 
  

 児童がよりよく生きるための道徳科の展開（講義・演習） 
  

 
 
 
 [A05]

             
             
 
 
 
             

初
任
者
研
修
（
小
学
校
）

　

学
級
経
営
基
礎
講
座
Ⅰ

初
任
者
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修
（
小
学
校
）

　

学
習
指
導
基
礎
講
座
Ⅰ

初
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（
小
学
校
）

　

学
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Ⅱ
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校
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習
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学級経営の評価と改善（講義・演習） 
　 
学級経営の評価と改善策（協議）

[A03]

 
　※　講座の詳細については、当センターＷｅｂページの各講座の「講座概要」（３月３日アップロー

ド済、確定版は４月１８日アップロード予定）を参照してください。 
　　　また、初任者研修の手続き等については、当センターＷｅｂページに受講手続き方法のほか、

欠席や遅刻の場合の手続き方法、氏名や住所等に変更があった場合の届出方法を掲載しております。
併せて参照してください。 

　　　御不明な点は、下記までお問合せください。 
 

 県総合学校教育センター　義務教育課 

  
　　所在地  〒０３０－０１２３ 

 青森市大字大矢沢字野田８０－２ 
    電　話  ０１７－７６４－１９９６（直通） 
    ＦＡＸ  ０１７－７２８－６３５１

初
任
者
研
修
（
小
学
校
）

　

学
級
経
営
基
礎
講
座
Ⅲ
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令和７年度初任者研修（中学校）
県総合学校教育センター研修

受講案内

 
 
 
１　目　的                                                                                

　　初任者研修は、教育公務員特例法第２３条の規定に基づき、初任者に対して、現職研修の一環と

　して、１年間の研修を実施し、実践的指導力と使命感を養うとともに、幅広い知見を得させること

　を目的とする。 

 

２　会　場 

　　青森県総合学校教育センター 

 

３　講座名及び開催日時 

  

　  講　座　名　　［講座番号］ 開　催　日　時   

     

      初任者研修（中学校） 令和７年  ５月１５日（木）  9:30～16:00   

    　学級経営基礎講座Ⅰ　　　  ［Ａ０６］ 　　　　　　　　   

     

     　初任者研修（中学校） 令和７年　５月２９日（木）  9:30～16:00   

　教科等教育基礎講座Ⅰ　　  ［Ａ０８］ 　　　　　　 ５月３０日（金）  9:00～15:00   

     

    　初任者研修（中学校） 令和７年  ８月２８日（木）  9:30～16:00   

    　学級経営基礎講座Ⅱ　　　　［Ａ０７］                    

  

　初任者研修（中学校） 令和７年１０月　９日（木）  9:30～16:00   

　教科等教育基礎講座Ⅱ　　　［Ａ０９］                      

 

　初任者研修（中学校） 令和７年１１月２０日（木）  9:30～16:00 

　教科等教育基礎講座Ⅲ　　　［Ａ１０］                 

  ※  受付は、講座開始３０分前より行います。時間に余裕をもってお越しください。 

 
 
 
 
 
 
 

【Ⅵ-4】



４　各講座の内容 
 

研　修　内　容

学級経営の意義とねらい（講義・演習） 
   

 生徒・保護者との信頼関係の築き方（講義・演習） 
   

 教師のメンタルヘルスについて（講義）
  
  
  
  
  
  

 [A06]

子どもが主体的・対話的で深い学びに向かう授業づくり（講義・演習） 
   

 授業改善に向けて（協議） 
   

 単元計画の作成（講義・演習・協議） 
   

 社会人としてのビジネスマナー（講義・演習）　
  
  
  
  

 [A08]

生徒指導の進め方（講義・協議） 
   

 一人一人を大切にする学級経営（講義・演習） 
   

 一人一人を大切にする学級経営（発表） 
   

  
  

  
  

 [A07]

　特別活動の果たす役割（講義・演習） 
   

 　特別の教科　道徳の授業の在り方（講義・協議） 
   

 　総合的な学習の時間の進め方（講義・演習）
  
  
  
  
  

 [A09]
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授業実践を振り返って（講義・演習・協議） 
  

 情報モラルとデジタル・シティズンシップの指導（講義・演習） 
  

 採用初年度のこれまでの実践を振り返って（協議） 
  
  

 
 
 

[A10]

 
　※　講座の詳細については、当センターＷｅｂページの各講座の「講座概要」（３月３日アップロー

ド済、確定版は４月１８日アップロード予定）を参照してください。 
　　　また、初任者研修の手続き等については、当センターＷｅｂページに受講手続き方法のほか、

欠席や遅刻の場合の手続き方法、氏名や住所等に変更があった場合の届出方法を掲載しております。
併せて参照してください。 

　　　御不明な点は、下記までお問合せください。 
 

 県総合学校教育センター　義務教育課 
  

　　所在地  〒０３０－０１２３ 
 青森市大字大矢沢字野田８０－２ 

    電　話  ０１７－７６４－１９９６（直通） 
    ＦＡＸ  ０１７－７２８－６３５１
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受講者旅行報告書の提出  

⇒ 研修講座開始日の３週間前 

※ 別途提出期限を指定している講座（初任者研修など）がありますの

で、通知があった場合は留意してください。 

上記受講者旅行報告書を受講者旅行報告書提出フォーム（Google Forms）から提出。

（令和７年度から変更） 

※ 提出にあたって、「受講者旅行報告書提出方法」を必ず参照してください。 

※ 郵送及び FAX による提出方法を廃止しました。 

※ 研修講座当日に受講者旅行報告書を持参して提出する必要はありません。 

受講者旅行報告書の作成  

① 「受講者旅行報告書作成要領」に基づき受講者旅行報告書を作成。 

※ 私用自動車の使用者 

⇒ 受講者旅行報告書内「私用自動車使用の場合」へ出発地からセンター及び

センターから帰着地までの距離を入力。 

※ 公共交通機関の利用者 

⇒ 受講者旅行報告書内「公共交通機関使用の場合」へ出発地から（最寄り駅

または最寄りのバス停）からセンター及びセンターから帰着地までの利用

交通機関、利用駅名、バス停名、また、それぞれの区間の料金を入力。 

（出発地から最寄り駅等及び最寄り駅等から帰着地まで私用自動車を使用す

る場合は、距離を忘れずに入力。） 

 

② 校長名の公文書として決裁を受け、文書記号・番号を付し、公印省略とすること。 

                     

青森県総合学校教育センター 
 

受講者旅行報告書作成及び提出事務の流れ

             受講者は、 
提出用の「受講者旅行報告書(様式１－１)」を準備。 
※ 必ず当該年度の様式を使用してください。 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

校長が旅行命令（「受講者の旅費の取扱に関する基準」に基づく） 
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令和７年度初任者研修（小学校）県総合学校教育センター研修 
 

受講者旅行報告書 提出期限一覧 
 

回 講座名[講座番号]及び開催日 提 出 期 限 

１

初任者研修（小学校） 

学級経営基礎講座Ⅰ ［Ａ０１］ 

５／ ８（木）～ ５／ ９（金） 

 

４月１７日（木）まで 

２

初任者研修（小学校） 

 学習指導基礎講座Ⅰ ［Ａ０４］ 

６／ ５（木） 

 

５月１５日（木）まで 

３

初任者研修（小学校） 

 学級経営基礎講座Ⅱ ［Ａ０２］ 

９／ ４（木） 

 

８月１４日（木）まで 

４

初任者研修（小学校） 

学習指導基礎講座Ⅱ ［Ａ０５］ 

１０／３０（木） 

 

１０月 ９日（木）まで 

５

初任者研修（小学校） 

学級経営基礎講座Ⅲ ［Ａ０３］ 

１２／ ４（木） 

 

１１月１３日（木）まで 

 

１ 提出する様式は、｢受講者旅行報告書（様式１－１ 小・中学校用）｣です。 
 
２ 受講者旅行報告書の作成に当たっては、「受講者の旅費の取扱に関する基準」、「受講者旅行報告書 
（様式１－１ 小・中学校用）」及び「受講者旅行報告書作成要領」を参照ください。 
 

３ ｢受講者旅行報告書（様式１－１ 小・中学校用）｣は「【小・中学校用】受講者旅行報告書提出 
フォーム」に添付して提出となります。提出手順は「受講者旅行報告書提出方法」を参照ください。 

 

４ 県総合学校教育センター所長は、受講者旅行報告書に基づき旅行依頼します。提出後に旅行日程 
等の変更が生じた場合は、当センター総務課まで連絡してください。 

 
５ 当センターに宿泊して研修講座を受講する者にあっては、「宿泊のしおり」を参照ください。 
 
※「受講者の旅費の取扱に関する基準」「受講者旅行報告書（様式１－１ 小・中学校用）」「受講者旅

行報告書作成要領」及び「宿泊のしおり」は、当センターＷｅｂページからダウンロードすること

ができます。 
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令和７年度初任者研修（中学校）県総合学校教育センター研修 
 

受講者旅行報告書 提出期限一覧 
 

回 講座名[講座番号]及び開催日 提 出 期 限 

１

初任者研修（中学校） 

 学級経営基礎講座Ⅰ  ［Ａ０６］ 
５／１５（木） 

 

４月２４日（木）まで 

２

初任者研修（中学校） 

 教科等教育基礎講座Ⅰ［Ａ０８］ 
５／２９（木）～ ５／３０（金） 

 

５月 ８日（木）まで 

３

初任者研修（中学校） 

 学級経営基礎講座Ⅱ ［Ａ０７］ 
８／２８（木） 

 

８月 ７日（木）まで 

４

初任者研修（中学校） 

 教科等教育基礎講座Ⅱ［Ａ０９］ 
１０／ ９（木） 

 

９月１８日（木）まで 

５

初任者研修（中学校） 

 教科等教育基礎講座Ⅲ［Ａ１０］ 
１１／２０（木） 

 

１０月３０日（木）まで 

 

１ 提出する様式は、｢受講者旅行報告書（様式１－１ 小・中学校用）｣です。 
 
２ 受講者旅行報告書の作成に当たっては、「受講者の旅費の取扱に関する基準」、「受講者旅行報告書 
（様式１－１ 小・中学校用）」及び「受講者旅行報告書作成要領」を参照ください。 
 

３ ｢受講者旅行報告書（様式１－１ 小・中学校用）｣は「【小・中学校用】受講者旅行報告書提出 
フォーム」に添付して提出となります。提出手順は「受講者旅行報告書提出方法」を参照ください。 

 

４ 県総合学校教育センター所長は、受講者旅行報告書に基づき旅行依頼します。提出後に旅行日程 
等の変更が生じた場合は、当センター総務課まで連絡してください。 

 
５ 当センターに宿泊して研修講座を受講する者にあっては、「宿泊のしおり」を参照ください。 
 
※「受講者の旅費の取扱に関する基準」「受講者旅行報告書（様式１－１ 小・中学校用）」「受講者旅

行報告書作成要領」及び「宿泊のしおり」は、当センターＷｅｂページからダウンロードすること

ができます。 
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【別添 1】 
 

受講者の旅費の取扱に関する基準 

 

青森県総合学校教育センター 

（趣旨） 

第１条 この基準は、青森県総合学校教育センター（以下「センター」という。）が実施する研修講

座の受講者（県立学校教職員並びに県費負担教職員（市町村立学校職員給与負担法第１条及び第２

条に規定する職員をいう。））の旅費の取扱について必要な事項を定める。 

 

（旅行命令等） 

第２条 受講者の所属長は、この基準に基づき、受講者に旅行命令を行うものとする。 

２ 県費負担教職員（中核市を除く。）が研修講座を受講するための旅行は、所属長が提出する受講

者旅行報告書に基づき、センター所長が旅行依頼する。 

 

（一日旅行及び宿泊旅行） 

第３条 研修講座受講のための旅行は、研修日ごとの一日旅行（以下「一日旅行」という。）又は宿

泊旅行とする。 

２ 出発地から目的地（センター）までの路程が５０ｋｍ未満である旅行は、一日旅行とする。ただ

し、研修講座の目的、日程等から宿泊することが必須である場合、又は研修講座が２日以上にわた

る場合で、センター所長若しくは受講者が所属する県立学校の校長（以下「センター所長等」とい

う。)が宿泊した方が適当であると認めた場合を除く。 

３ 出発地から目的地（センター）までの路程が５０ｋｍ以上で、研修講座が２日以上にわたる旅行

は、宿泊旅行とする。ただし、やむを得ない理由により帰宅する必要がある場合で、センター所長

等が一日旅行とすることを認めた場合を除く。 

４ 受講者は、早朝出発又は夜間帰宅（帰庁）となる場合は、前泊又は後泊することができる。この

場合において、受講者はあらかじめセンター所長等にその旨を申し出るものとする。 

 

（宿泊の場所） 

第４条 受講者の宿泊場所はセンターとする。ただし、受講者が自己都合により他への宿泊を希望す

る場合は、あらかじめセンター所長等に申し出て、外泊することができる。 

２ 前項の規定に拘わらず、宿泊希望者数がセンター宿泊棟の定員を超過した場合等は、受講者の宿

泊場所をセンター以外とすることがある。 

 

（宿泊料の調整） 

第５条 前条第 1 項の場合の宿泊料は、青森県教育委員会所管旅費及び費用弁償取扱規程第８条第２

号の規定により、寝具賃借料及び朝夕食代のみ支給する。 

 

附則 この基準は、平成１６年４月１日から実施する。 

附則 この基準は、平成１９年４月１日から実施する。 

附則 この基準は、平成２４年４月１日から実施する。 

附則 この基準は、令和３年４月１日から実施する。 

附則 この基準は、令和７年４月１日から実施する。 

（宿泊旅行の基準について） 

 センターの研修講座における旅行路程が５０ｋｍ以上の受講者については、通所のために要する時間を有効活用してほしい

こと、及び受講者の疲労や往復の移動に係る安全面を考え、宿泊をして研修に専念してほしいという趣旨で宿泊旅行としてい

ます。 

 ただし、子どもの世話や家族の病気等の介護など、やむを得ない理由がある場合には、一日旅行にすることもできます。そ

の場合は、やむを得ない理由について、受講者旅行報告書等により、センター所長等に申し出てください。 

また、旅行路程が５０ｋｍ未満の受講者でも健康管理面や交通事情等を考慮し、宿泊をした方が適当と認められる場合には

宿泊することができます。 

 

（私用自動車での旅行） 

 夫婦・兄弟等で同一の日程及び行程でセンターへ旅行される場合は、なるべく同乗に努めてください。 
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青森県総合学校教育センター所長　殿

学　校　名

学校所在地

電話番号

本校教職員の総合学校教育センター研修講座受講のための旅行について、下記のとおり報告いたします。

１　受講者
ふりがな

この欄は給与担当者が確認してください。

【通勤手当基礎データ】 手当受給の有無　 （有の場合以下に記入）
通勤方法

定期券 鉄道利用 （認定区間： ～ ）

回数券 バス利用 （片道料金： 円、バス会社： ）

（認定距離： km）

２　旅行の明細

センターへ宿泊

（路程が５０km以上の場合３に理由を記入）

km km km

km km km

km km km

３　出発地からセンターまでの旅行路程が５０㎞以上で一日旅行とする場合の理由
（受講者旅費取扱基準第３条第３項ただし書き）

※講座開始日の３週間前までに提出

（様式１－１　小・中学校用）

校　長

現住所

氏名

（公印省略）

受講者旅行報告書

記

職名 性別 職員番号

公共交通機関

確 認 日 担当者 氏名

～

旅行の初日から最終日までを記入
（前泊の希望日を含む）

利用交通手段

講座
番号

講座名 実施期間

運転

帰着地 同乗
旅行の形態

出発地
私　用
自動車

宿泊
旅行

運転者

自己都合により
センター外への宿泊

（実家・知人宅等） 公共交通機関

（ ホ テ ル 等 ） 新幹線利用

研修日ごとの一日旅行 公共交通機関使用の場合
（旅行経路記入欄）

ア、家族の世話や家事のため、自宅を不在にすることができないため。

イ、その他やむを得ない理由があるため。

総距離

旅行の前後に引
き続く用務があ
る場合

私用自動車
使用の場合

出発地～センターまでの距離

センター～帰着地までの距離
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た

場
合

で
も

そ
の

内
容

に
つ

い
て

本
人

が
必

ず
確

認
し

て
く
だ

さ
い

。

≪
作

成
に

あ
た

っ
て

≫

「受
講

者
旅

行
報

告
書

（
E
xc

e
l様

式
）
は

必
ず

当
該

年
度

の
様

式
を

使

用
し

て
く
だ

さ
い

。

【
受

講
者

旅
行

報
告

書
（
E
xc

e
l様

式
）
の

掲
載

場
所

】

セ
ン

タ
ー

ト
ッ

プ
ペ

ー
ジ

＞
研

修
講

座
＞

↓
様

式
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
↓

受

講
者

用
様

式
＞

受
講

者
旅

行
報

告
書

（
様

式
１

－
１

）

≪
提

出
方

法
に

つ
い

て
≫

令
和

７
年

度
か

ら
提

出
方

法
が

変
更

と
な

り
ま

し
た

。
受

講
者

旅
行

報
告

書
（
E
xc

el
様

式
）は

講
座

開
始

日
の

３
週

間
前

ま
で

に
フ

ォ
ー

ム
か

ら
提

出
を

お
願

い
し

ま
す

。
詳

細
は

別
紙

「受
講

者
旅

行
報

告
書

提
出

方
法

」を
ご

覧
く
だ

さ
い

。

≪
注

意
事

項
等

に
つ

い
て

≫
 

○
走

行
距

離
や

公
共

交
通

機
関

を
利

用
し

た
場

合
の

旅
行

経
路

に
つ

い
て

、
提

出
し

た
も

の
と

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
講

座
終

了
後

、
３

日
以

内
に

総
務

課
へ

電
話

を
お

願
い

し
ま

す
。

○
そ

の
他

、
提

出
後

に
通

勤
の

形
態

や
認

定
距

離
、

現
住

所
等

、
内

容
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
、

速
や

か
に

総
務

課
へ

電
話

を
お

願
い

し
ま

す
。

○
中

堅
研

の
選

択
講

座
で

、
県

立
種

差
少

年
自

然
の

家
が

主
催

す
る

指
定

講
座

を
受

講
す

る
場

合
も

、
受

講
者

旅
行

報
告

書
（
E
xc

el
様

式
）を

講
座

開
始

日
の

３
週

間
前

ま
で

に
、

フ
ォ

ー
ム

か
ら

提
出

を
お

願
い

し
ま

す
。

≪
宿

泊
料

に
つ

い
て

≫

当
セ

ン
タ

ー
の

宿
泊

料
は

、
１

泊
に

つ
き

１
,３

５
０

円
（
令

和
７

年
４

月
１

日
改

定
）
と

な
っ

て

お
り

ま
す

。
受

講
者

の
宿

泊
場

所
は

セ
ン

タ
ー

指
定

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
自

己
都

合
に

よ
り

ホ
テ

ル
等

に
宿

泊
し

た
場

合
は

、
宿

泊
料

は
１

,３
５

０
円

に
減

額
調

整
と

な
り

ま
す

。
な

お
、

実
家

・知
人

宅
に

宿
泊

し
た

場
合

は
、

宿
泊

料
は

支
給

さ
れ

ま
せ

ん
。

　

青
森

県
総

合
学

校
教

育
セ

ン
タ

ー
所

長
　

殿

学
　

校
　

名

学
校

所
在

地

電
話

番
号

本
校

教
職

員
の

総
合

学
校

教
育

セ
ン

タ
ー

研
修

講
座

受
講

の
た

め
の

旅
行

に
つ

い
て

、
下

記
の

と
お

り
報

告
い

た
し

ま
す

。

１
　

受
講

者
ふ

り
が

な

こ
の

欄
は

給
与

担
当

者
が

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

【
通

勤
手

当
基

礎
デ

ー
タ

】
手

当
受

給
の

有
無

　
（

有
の

場
合

以
下

に
記

入
）

通
勤

方
法

〇
〇

定
期

券
〇

鉄
道

利
用

（
認

定
区

間
：

～
）

回
数

券
バ

ス
利

用
（

片
道

料
金

：
円

、
バ

ス
会

社
：

）

〇
（

認
定

距
離

：
k
m
）

２
　

旅
行

の
明

細

セ
ン

タ
ー

へ
宿

泊

（
路
程
が
５
０
k
m
以
上
の
場
合
３
に
理
由
を
記
入
）

k
m

k
m

k
m

k
m

k
m

k
m

k
m

k
m

k
m

３
　

出
発

地
か

ら
セ

ン
タ

ー
ま

で
の

旅
行

路
程

が
５

０
㎞

以
上

で
一

日
旅

行
と

す
る

場
合

の
理

由
（

受
講

者
旅

費
取

扱
基

準
第

３
条

第
３

項
た

だ
し

書
き

）

※
講
座
開
始
日
の
３
週
間
前
ま
で
に
提
出

ア
、

家
族

の
世

話
や

家
事

の
た

め
、

自
宅

を
不

在
に

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
た

め
。

イ
、

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
理

由
が

あ
る

た
め

。

総
距

離

旅
行

の
前

後
に

引
き

続
く

用
務

が
あ

る
場

合

私
用
自
動
車

使
用
の
場
合

出
発

地
～

セ
ン

タ
ー

ま
で

の
距

離
自

宅
（

徒
歩

）
～

八
戸

駅
（

J
R

1
,
5
2
0
円

、
1
,
8
7
0
円

）
～

青
森

駅

（
市

営
バ

ス
 
4
1
0
円

）
～

セ
ン

タ
ー

（
市

営
バ

ス
 
4
1
0
円

）
～

青
森

駅

（
J
R
 
1
,
5
2
0
円

、
1
,
8
7
0
円

）
～

八

戸
駅

（
徒

歩
）

～
自

宅

セ
ン

タ
ー

～
帰

着
地

ま
で

の
距

離

新
幹
線
利
用

〇

研
修

日
ご

と
の

一
日

旅
行

公
共

交
通

機
関

使
用

の
場

合
（

旅
行

経
路

記
入

欄
）

運
転

者

自
己
都
合
に
よ
り

セ
ン
タ
ー
外
へ
の
宿
泊

（
実

家
・

知
人

宅
等

）
公

共
交

通
機

関
〇

（
ホ

テ
ル

等
）

運
転

帰
着

地
セ

ン
タ

ー
自

宅
同

乗
旅

行
の

形
態

出
発

地
自

宅
セ

ン
タ

ー
私

　
用

自
動

車

宿
泊

旅
行

〇

～
令

和
7
年

8
月

1
9
日

(
火

)

旅
行

の
初

日
か

ら
最

終
日

ま
で

を
記

入
（

前
泊

の
希

望
日

を
含

む
）

8
月

1
8
日

8
月

1
9
日

利
用

交
通

手
段

四
輪

自
動

車
5
.
2

講
座

番
号

Ｃ
１

６
講

座
名

小
・

中
学
校
理

科
授
業
づ

く
り

講
座

実
施

期
間

令
和

7
年

8
月

1
8
日

(
月

)

公
共

交
通

機
関

八
戸

駅
三

沢
駅

確
 
認

 
日

令
和

○
年

○
月

○
日

担
当

者
 
氏

名
○

○
○

有

現
住

所

教
諭

氏
名

総
務

太
郎

男
0
1
2
3
4
5
6

○
○

○
○

○
○

○
○

（
公

印
省

略
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

受
講

者
旅

行
報

告
書

記

職
名

そ
う

む
た

ろ
う

性
別

職
員

番
号

（
様

式
１

－
１

　
小

・
中

学
校

用
）

○
○

小
第

○
○

号

令
和

○
年

○
月

○
日

○
○

市
立

○
○

小
学

校

校
　

長
○

○
　

○
○

県
か

ら
支

給
さ

れ
て

い
る

通
勤

手
当

の
算

定
基

礎
と

な
っ

た
デ

ー
タ

に
つ

い
て

給
与

担
当

者
が

確
認

し
、

「確
認

日
」欄

に
日

付
、

「
担

当
者

氏
名

」欄
に

給
与

担
当

者
の

氏
名

を
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。

実
際

の
出

発
（
帰

着
）地

を
プ

ル
ダ

ウ
ン

か
ら

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
私

用
自

動
車

等

を
使

用
す

る
場

合
は

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
上

の
無

料
ル

ー
ト

検
索

ソ
フ

ト
等

に
よ

り
、

出
発

地
～

セ
ン

タ
ー

～
帰

着
地

ま
で

の
距

離
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。

（
≪

「
２

旅
行

の
明

細
」の

入
力

の
し

か
た

≫
参

考
。

）

該
当

す
る

欄
に

〇
を

し
て

く
だ

さ
い

。
私

用
自

動
車

同
乗

の
場

合
は

運
転

者
の

所
属

・

氏
名

を
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
（例

：大
矢

沢
小

・総
務

）

※
夫

婦
、

兄
弟

等
で

同
一

の
日

程
及

び
行

程
で

セ
ン

タ
ー

へ
旅

行
さ

れ
る

場
合

は
、

な
る

べ
く
同

乗
に

努
め

て
く
だ

さ
い

。

該
当

す
る

場
合

、
項

目
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。

公
共

交
通

機
関

を
利

用
す

る
場

合
は

、
利

用
す

る
公

共
交

通
機

関
名

、
利

用
区

間

の
金

額
（特

急
料

金
を

含
む

）を
全

て
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
(出

発
地

か
ら

最
寄

り
駅

、

最
寄

り
バ

ス
停

ま
で

の
行

程
を

含
む

）

２
日

間
講

座
で

１
日

目
と

２
日

目
の

旅
行

経
路

が
異

な
る

場
合

は
、

２
日

間
分

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。

≪
「
２

旅
行

の
明

細
」
の

入
力

の
し

か
た

≫

○
研

修
日

に
宿

泊
（１

泊
２

日
）す

る
場

合
（研

修
最

終
日

の
宿

泊
は

、

原
則

不
可

）
（公

共
交

通
機

関
使

用
）左

記
例

の
と

お
り

。

○
２

日
間

と
も

研
修

日
ご

と
の

一
日

旅
行

（即
日

２
日

）と
な

る
場

合

（
私

用
自

動
車

使
用

）

○
連

続
し

て
２

以
上

の
講

座
を

受
講

し
、

連
泊

と
な

る
場

合
（私

用
自

動
車

使
用

）

※
旅

行
の

前
後

に
引

き
続

く
他

の
用

務
が

あ
る

場
合

は
、

旅
費

支
給

に
関

わ

り
ま

す
の

で
、

必
ず

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。

セ
ン

タ
ー

へ
宿

泊
す

る
場

合
は

必
ず

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
（
そ

れ
以

外
は

任
意

）

セ
ン

タ
ー

へ
宿

泊

（
路

程
が

５
０

k
m
以

上
の

場
合

３
に

理
由

を
記

入
）

k
m

k
m

k
m

k
m

k
m

k
m

k
m

k
m

k
m

総
距

離
1
8
0
.
4

1
7
8
.
8

旅
行

の
前

後
に

引
き

続
く

用
務

が
あ

る
場

合

私
用

自
動

車
使

用
の

場
合

出
発

地
～

セ
ン

タ
ー

ま
で

の
距

離
9
0
.
2

9
0
.
2

セ
ン

タ
ー

～
帰

着
地

ま
で

の
距

離
9
0
.
2

8
8
.
6

新
幹

線
利

用

研
修

日
ご

と
の

一
日

旅
行

〇
〇

公
共

交
通

機
関

使
用

の
場

合
（

旅
行

経
路

記
入

欄
）

運
転

者

自
己

都
合

に
よ

り
セ

ン
タ

ー
外

へ
の

宿
泊

（
実

家
・

知
人

宅
等

）
公

共
交

通
機

関

（
ホ

テ
ル

等
）

運
転

〇

帰
着

地
自

宅
勤

務
公

署
同

乗
旅

行
の

形
態

出
発

地
自

宅
自

宅
私

　
用

自
動

車

宿
泊

旅
行

～
令

和
7
年

8
月

1
9
日

(
火

)

旅
行

の
初

日
か

ら
最

終
日

ま
で

を
記

入
（

前
泊

の
希

望
日

を
含

む
）

8
月

1
8
日

8
月

1
9
日

利
用

交
通

手
段

講
座

番
号

Ｃ
１

６
講

座
名

小
・

中
学
校
理

科
授
業
づ

く
り

講
座

実
施

期
間

令
和

7
年

8
月

1
8
日

(
月

)

セ
ン

タ
ー

へ
宿

泊

（
路

程
が

５
０

k
m
以

上
の

場
合

３
に

理
由

を
記

入
）

k
m

k
m

k
m

k
m

k
m

k
m

k
m

k
m

k
m

総
距

離
9
0
.
2

9
0
.
2

旅
行

の
前

後
に

引
き

続
く

用
務

が
あ

る
場

合

８
/
２

０
（

水
）

Ｃ
1
1
小
学
校
算
数
科
授
業
づ

く
り

講
座
を

受
講
。

私
用

自
動

車
使

用
の

場
合

出
発

地
～

セ
ン

タ
ー

ま
で

の
距

離
9
0
.
2

セ
ン

タ
ー

～
帰

着
地

ま
で

の
距

離
9
0
.
2

新
幹

線
利

用

研
修

日
ご

と
の

一
日

旅
行

公
共

交
通

機
関

使
用

の
場

合
（

旅
行

経
路

記
入

欄
）

運
転

者

自
己

都
合

に
よ

り
セ

ン
タ

ー
外

へ
の

宿
泊

（
実

家
・

知
人

宅
等

）
〇

〇
公

共
交

通
機

関

（
ホ

テ
ル

等
）

運
転

〇

帰
着

地
セ

ン
タ

ー
セ

ン
タ

ー
自

宅
同

乗
旅

行
の

形
態

出
発

地
自

宅
セ

ン
タ

ー
セ

ン
タ

ー
私

　
用

自
動

車

宿
泊

旅
行

～
令

和
7
年

8
月

1
9
日

(
火

)

旅
行

の
初

日
か

ら
最

終
日

ま
で

を
記

入
（

前
泊

の
希

望
日

を
含

む
）

8
月

1
8
日

8
月

1
9
日

8
月

2
0
日

利
用

交
通

手
段

講
座

番
号

Ｃ
１

６
講

座
名

小
・

中
学
校
理

科
授
業
づ

く
り

講
座

実
施

期
間

令
和

7
年

8
月

1
8
日

(
月

)

【Ⅵ-12】



　
小
・
中
学
校
の
受
講
者
　
→
　
受
講
者
旅
行
報
告
書
（
E
xc
e
l様
式
）
を
フ
ォ
ー
ム
か
ら
提
出
す
る
。

　
県
立
学
校
の
受
講
者
　
→
　
フ
ォ
ー
ム
で
回
答
す
る
。

≪
受
講
者
旅
行
報
告
書
提
出
フ
ォ
ー
ム
掲
載
場
所
≫

「
青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
」
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
　
＞
　
「
研
修
講
座
」
　
＞
　
「
↓
様
式
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
↓
受
講
者
用
様
式
」

　
研
修
講
座
開
始
３
週
間
前
ま
で
。

　
①
郵
送
及
び
F
A
X
に
よ
る
提
出
方
法
を
廃
止
し
ま
し
た
。

　
②
小
・
中
学
校
の
受
講
者
は
、
当
日
に
受
講
者
旅
行
報
告
書
（
E
xc
e
l様
式
）
を
持
参
し
て
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 ≪
イ
メ
ー
ジ
≫

　
　
受
　
講
　
者
　
旅
　
行
　
報
　
告
　
書
　
提
　
出
　
方
　
法
　
（
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
提
出
方
法
が
変
わ
り
ま
し
た
）

提
出
方
法

提
出
期
限

注
意
事
項

受
講
者
旅
行
報
告
書
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
・
連
絡
先

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー

総
務
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
１
７
－
７
６
４
－
１
９
９
７

【
小
・
中
学
校
】

≪
提
出
手
順
≫

◆
１
人
ず
つ
提
出
す
る
場
合

①
「
【
小
・
中
学
校
用
】受
講
者
旅
行
報
告
書
提
出
フ
ォ
ー
ム
」を
ク
リ
ッ
ク
す
る
。

②
フ
ォ
ー
ム
内
「
フ
ァ
イ
ル
を
追
加
」を
ク
リ
ッ
ク
し
、
受
講
者
旅
行
報
告
書
（
E
xc
e
l様
式
）を
添
付
し
、
送
信
を
押
し
て
提
出

す
る
。

◆
２
人
以
上
ま
と
め
て
提
出
す
る
場
合

①
複
数
人
分
の
受
講
者
旅
行
報
告
書
（E
xc
el
様
式
）を
Z
IP
フ
ォ
ル
ダ
へ
格
納
す
る
。

②
「
【
小
・
中
学
校
用
】受
講
者
旅
行
報
告
書
提
出
フ
ォ
ー
ム
」を
ク
リ
ッ
ク
す
る
。

③
フ
ォ
ー
ム
内
「
フ
ァ
イ
ル
を
追
加
」を
ク
リ
ッ
ク
し
、
格
納
し
た
Z
IP
フ
ォ
ル
ダ
を
添
付
し
、
送
信
を
押
し
て
提
出
す
る
。

≪
提
出
に
あ
た
っ
て
≫

◆
提
出
す
る
受
講
者
旅
行
報
告
書
（E
xc
el
様
式
）及
び
Z
IP
フ
ォ
ル
ダ
の
名
前
は
以
下
の
と
お
り
に
し
て
く
だ
さ
い
。

【
受
講
者
旅
行
報
告
書
（
E
xc
el
様
式
）
フ
ァ
イ
ル
名
】

講
座
番
号
_学
校
番
号
_氏
名

講
座
番
号
、
学
校
番
号
は
半
角
英
数
字
。
氏
名
は
姓
と
名
の
間
を
一
字
空
け
る
。
ア
ン
ダ
ー
バ
ー
は
半
角
。

（
例
）
A
0
1_
00
1
_総
務

太
郎

【
Z
IP
フ
ォ
ル
ダ
名
】

学
校
番
号
_学
校
名
_受
講
者
旅
行
報
告
書

学
校
番
号
は
半
角
数
字
。
学
校
名
は
〇
〇
市
（町
村
）
立
を
省
略
す
る
。
ア
ン
ダ
ー
バ
ー
は
半
角
。

（
例
）
0
01
_大
矢
沢
小
学
校
_受
講
者
旅
行
報
告
書

※
学
校
番
号
は
受
講
者
旅
行
報
告
書
（E
xc
el
様
式
）内
に
あ
る
「学
校
一
覧
」
シ
ー
ト
か
ら
該
当
す
る
番
号
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
一
度
提
出
し
た
受
講
者
旅
行
報
告
書
を
差
替
す
る
場
合
は
受
講
者
旅
行
報
告
書
（
E
xc
e
l様
式
）及
び
Z
IP
フ
ォ
ル
ダ
の

名
前
の
最
初
に
【
差
替
】
と
入
れ
、
再
度
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
例
）
受
講
者
旅
行
報
告
書
（E
xc
el
様
式
）フ
ァ
イ
ル
名
：【
差
替
】A
01
_0
01
_総
務

太
郎

Z
IP
フ
ォ
ル
ダ
名
：
【
差
替
】0
01
_大
矢
沢
小
学
校
_受
講
者
旅
行
報
告
書

【
県
立
学
校
】

≪
提
出
手
順
≫

①
「
【
県
立
学
校
用
】受
講
者
旅
行
報
告
書
提
出
フ
ォ
ー
ム
」
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
。

②
フ
ォ
ー
ム
に
必
要
事
項
（
セ
ン
タ
ー
宿
泊
の
有
無
等
）
を
入
力
し
、
送
信
を
押
し
て
提

出
す
る
。
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受
講
者
旅
行
報
告
書
（
E
xc
e
l様
式
）
を
フ
ォ
ー
ム
か
ら
提
出
す
る
。

≪
受
講
者
旅
行
報
告
書
提
出
フ
ォ
ー
ム
掲
載
場
所
≫

「
青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
」
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
　
＞
　
「
研
修
講
座
」
　
＞
　
「
↓
様
式
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
↓
受
講
者
用
様
式
」

　
研
修
講
座
開
始
３
週
間
前
ま
で
。

　
①
郵
送
及
び
F
A
X
に
よ
る
提
出
方
法
を
廃
止
し
ま
し
た
。

　
②
当
日
に
受
講
者
旅
行
報
告
書
（
E
xc
e
l様
式
）
を
持
参
し
て
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

≪
イ
メ
ー
ジ
≫

提
出
方
法

提
出
期
限

注
意
事
項

　
　
受
　
講
　
者
　
旅
　
行
　
報
　
告
　
書
　
提
　
出
　
方
　
法
　
（
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
提
出
方
法
が
変
わ
り
ま
し
た
）

【
公
立
幼
稚
園
等
】

≪
提
出
手
順
≫

◆
１
人
ず
つ
提
出
す
る
場
合

①
「
【
公
立
幼
稚
園
等
用
】受
講
者
旅
行
報
告
書
提
出
フ
ォ
ー
ム
」
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
。

②
フ
ォ
ー
ム
内
「
フ
ァ
イ
ル
を
追
加
」を
ク
リ
ッ
ク
し
、
受
講
者
旅
行
報
告
書
（
E
xc
e
l様
式
）を
添
付
し
、
送
信
を
押
し
て
提
出

す
る
。

◆
２
人
以
上
ま
と
め
て
提
出
す
る
場
合

①
複
数
人
分
の
受
講
者
旅
行
報
告
書
（E
xc
el
様
式
）を
Z
IP
フ
ォ
ル
ダ
へ
格
納
す
る
。

②
「
【
公
立
幼
稚
園
等
用
】受
講
者
旅
行
報
告
書
提
出
フ
ォ
ー
ム
」
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
。

③
フ
ォ
ー
ム
内
「
フ
ァ
イ
ル
を
追
加
」を
ク
リ
ッ
ク
し
、
格
納
し
た
Z
IP
フ
ォ
ル
ダ
を
添
付
し
、
送
信
を
押
し
て
提
出
す
る
。

≪
提
出
に
あ
た
っ
て
≫

◆
提
出
す
る
受
講
者
旅
行
報
告
書
（E
xc
el
様
式
）及
び
Z
IP
フ
ォ
ル
ダ
の
名
前
は
以
下
の
と
お
り
に
し
て
く
だ
さ
い
。

【
受
講
者
旅
行
報
告
書
（
E
xc
el
様
式
）
フ
ァ
イ
ル
名
】

講
座
番
号
_氏
名

講
座
番
号
は
半
角
英
数
字
。
氏
名
は
姓
と
名
の
間
を
一
字
空
け
る
。
ア
ン
ダ
ー
バ
ー
は
半
角
。

（
例
）
A
0
1_
総
務

太
郎

【
Z
IP
フ
ォ
ル
ダ
名
】

園
名
_受
講
者
旅
行
報
告
書

園
名
は
〇
〇
市
（
町
村
）立
を
省
略
す
る
。
ア
ン
ダ
ー
バ
ー
は
半
角
。

（
例
）
大
矢
沢
幼
稚
園
_受
講
者
旅
行
報
告
書

◆
一
度
提
出
し
た
受
講
者
旅
行
報
告
書
を
差
替
す
る
場
合
は
受
講
者
旅
行
報
告
書
（
E
xc
e
l様
式
）及
び
Z
IP
フ
ォ
ル
ダ
の

名
前
の
最
初
に
【
差
替
】
と
入
れ
、
再
度
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
例
）
受
講
者
旅
行
報
告
書
（E
xc
el
様
式
）フ
ァ
イ
ル
名
：【
差
替
】A
01
_総
務

太
郎

Z
IP
フ
ォ
ル
ダ
名
：
【
差
替
】大
矢
沢
幼
稚
園
_受
講
者
旅
行
報
告
書

受
講
者
旅
行
報
告
書
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
・
連
絡
先

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー

総
務
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
１
７
－
７
６
４
－
１
９
９
７
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 宿 泊 の し お り 

青森県総合学校教育センター 
                                    
感染症防止対策として、テーブル、椅子の背もたれ、スリッパ、ドアノブ、浴室の脱衣かご等のアルコ

ール消毒を行っています。利用にあたっては、感染防止対策についてご協力をお願いします。 

 

● 宿泊棟の利用   

宿 泊 券 の 購 入 ・宿泊券を食堂の自動券売機から当日に購入してください。（１泊２食 1,350 円）

・連泊の場合は、宿泊日数に応じた宿泊券を宿泊の初日に購入してください。 

入 室

１６：００

～ 
１６：３０

・守衛室前で、宿泊券と引き替えに部屋の鍵を受領してください。

・前泊の場合は、遅くとも夕食の時間内までに入室してください。

（やむを得ず遅くなる場合は、下記緊急時等の連絡先へ必ず連絡）

退 室

８：００ 
～ 

９：００ 

・守衛室前の所定の場所に、部屋の鍵を返却してください。 
・連泊の場合も１日毎に返却してください。 
（荷物を室内に置く場合は守衛室の職員に申し出てください。ただし、貴重

品は不可。） 

入 浴

１６：３０

～ 
２１：３０

・浴室は宿泊棟２階にあります。（時間帯、人数に制限を設けており

ますのでドア前の管理簿にご記入ください。） 
・ボディーソープ、シャンプー、ドライヤーを備え付けていますが、

共用を避けたい方はご持参ください。 
・翌朝６：００～８：００は、シャワーのみ使用できます。 
※宿泊者数が少ない場合はシャワーのみの使用となりますので、 
あらかじめご了承ください。 

外 出 ・ 門 限

４～１１月 

２２：３０ ・外出の際は、必ず鍵は守衛室の職員に預け、外出簿に記載してか

ら出かけてください。（宿泊者の安全確認のため、厳守願います。）

・宿泊棟玄関は、左記の時間に施錠します。 １２～３月 

２１：３０

消 灯 ２３：００ ・消灯後は、お静かに願います。 

電 話 等

・宿泊室内には、守衛室につながるインターホンが設置してあります。 
・電話を使用する場合は、宿泊棟１階ホールのピンク電話をご利用ください。 
・緊急時等の当センター連絡先  ＴＥＬ ０１７－７６４－１９９７ 

清 涼 飲 料

自 動 販 売 機
・１階ロビーの自動販売機をご利用ください。 

寝 具 ・ 備 付 品

・シーツ、布団カバー、アッパーシーツ及び枕カバーが、各宿泊室に、毎日配置さ

れます。ベッドメイキングは各自で行ってください。 
・各宿泊室に、スリッパ、ハンガー、非常灯が配置されています。 

空 調

≪冷房≫ ６月中旬頃～９月頃  ≪暖房≫ １１月頃～２月頃 
・冷暖房稼動時間 ６：３０～２２：００   

この時間以外は、室内の空調スイッチを必ず切ってください。 

※夏季は扇風機、冬季は電気毛布の貸出を行っています。（数に限りがあります。）   

《 裏面もご覧下さい 》 
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そ の 他

○禁 煙…敷地内は全面禁煙です。 

○Wi-Fi…全室で無線 LAN 接続によるインターネットが利用できます。 
（パソコンの貸出は、行っていません。） 
○コインロッカー…１階ロビーの自動販売機横に設置しています。 
・100 円玉のリターン式 ・大きさ(40×36×42cm、80×36×50cm) 
・利用時間 8:00～17:00 

○テレビ…宿泊棟各階のロビーに設置しています。 

宿 泊 の 取 消 し
・宿泊を取消しする場合は、宿泊予定日の前日（土・日・祝日を除く）正午までに

連絡してください。これ以降の連絡は、食事代の実費を負担していただきます。

● 食堂の利用  ※食物アレルギーには対応していません。ご了承ください。  

夕 食 １７：３０～１９：００

・食堂への入室は、１８：４０までにお願いします。 
・夕食を欠食する場合は、「夕食欠食届」を当日の１３：００までに

食堂に提出してください。 
夕食代は、欠食の場合でも返還はいたしません。 

朝 食 ７：３０～８：３０ 

・食堂への入室は、８：１０までにお願いします。 
・朝食を欠食する場合は、「朝食欠食届」を前日の１３：００までに

食堂に提出してください。 
朝食代は、欠食の場合でも返還はいたしません。 

昼 食 １１：３０～１３：３０

・昼食代は宿泊料に含まれていません。 
食券を自動券売機でお買い求めの上、ご利用ください。 

・研修講座によっては、昼食時間が異なることがあります。 

● 館内施設の利用  

図 書 資 料 室 ・利用時間は、１６：３０までです。 
・図書資料の閲覧・貸出、視聴覚資料の視聴、パソコンの利用ができます。 

● 機械警備について 

消灯２３時から翌朝６時までは、機械警備のため、宿泊棟以外は立ち入ることができません。 

・誤って警報装置に感知され警報が鳴ったときは、直ちに守衛室へ連絡してください。 

・1階ロビーは、消灯の２３時まで及び翌朝６時から利用できます。 

                                                                                                               

● 宿泊者駐車場について【夜間】 

夜間は、防犯のため宿泊者駐車場に駐車してくださるようお願いします。 

駐車場所は下記のとおりです。（ピロティ自動ドア付近となります。） 

    

受講者入口

受講者出口

ピロティ階

自動
ドア

相談者
入口

駐輪場

【夜間】宿泊者駐車場
B-11・B-12
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県学セＨＰ→サイトマップ→受講者用様式ダウンロード→様式４ 講座欠席届 
→※ 初任者研修の欠席に関するページはこちらをクリック 
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県学セＨＰ→サイトマップ→受講者用様式ダウンロード→様式４ 講座欠席届 
→※ 初任者研修の欠席に関するページはこちらをクリック 
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